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議    案 

 

 

 

１．「『マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に関するガイド

ライン』の金融商品取引業における実務上の取扱い及び留意事項 

～金商業におけるマネロン等対応について～」の検討 

２．その他 

 

以  上 
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「『マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に関するガイドライン』の金融商品取引業における実務上の取扱い及び留意事項 

 ～金商業におけるマネロン等対応について～」のコメントへの対応 

日本証券業協会 自主規制企画部 

2018年５月 29日 

 

第 66回会合（平成 30年５月９日開催）後、金融庁及び証券取引等監視委員会からのコメントを踏まえ、以下のように修正することについて検討

いただきたい。 

なお、コメント要旨は口頭で伝えられた内容を日証協事務局の責任にて記載したものであり、必ずしもコメントの趣旨の全てを正確に記載したも

のではないことに留意いただきたい。 

No 対象項番 コメント要旨 対応案 

1 はじめに 平成 30年２月６日に公表したものは、「マネー・ローンダリング及

びテロ資金供与対策に関するガイドライン」に加え、パブリックコ

メントの結果（「コメントの概要及びコメントに対する金融庁の考

え方」）も公表している。本内容も参照するよう明確にしてほしい。 

パブリックコメント結果が公表されている旨と、当該内容も参照す

る必要がある旨を明確にする。 

2 はじめに また書きにおいて、「本書に記載の内容を一律に求めるものではな

く、各社において最も有効なマネロン等対策を講じる必要がある」

とあるが、その対象は特別会員や海外を含む金融機関グループに限

られない。その旨を明確にするため、「そのような社に対して“も”」

と修正してはどうか。 

コメントを踏まえ修正する。 

3 項番１ 

１ポツ目 

リスクの検証は、「高リスク」に対してのみ行うのではなく、「商品・

サービス・顧客に対する“全て”のリスク」に対して行うべきでは

ないか。 

商品・サービス・顧客に対するリスクの検証は行う必要があると

考えられるが、「全て」と記載すると細項目をどこまで細かくする

必要があるか不明瞭となる懸念がある。また、リスクの検証の結果、

「リスクの高い取引」を特定する必要があると考えられる。 

これらのことから、「商品・サービス・顧客に対するリスクを検

証し、リスクの高い取引を特定する。」と修正してはどうか。 

 

資料１ 
資料１ 
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No 対象項番 コメント要旨 対応案 

4 項番１ 

３ポツ目 

反社会的勢力との取引については、謝絶が必要である。リスクが高

いと考えられても取引が許容される項目と、取引の謝絶が必要な項

目との峻別ができていない。 

「a.仮名・借名取引」と「d.反社会的勢力との取引」とについては、

取引の謝絶が必要である旨の明記してはどうか。 

コメントを踏まえ、取引を謝絶することの明確化することについて

項番 15・16に追記する。 

5 項番２ ＜非対面取引＞について、なりすまし防止調査の実施を明確にする

ため、「定期的に『なりすまし』防止調査の実施状況をどの程度定

期的に行っているか」と修正してはどうか。 

コメントを踏まえ、修正する。 

6 項番２ ＜仲介業者＞について、自社で行う取引時確認と同等に“取引時確

認を”を行える契約であることを明確にしてはどうか。 

コメントを踏まえ、修正する。 

7 項番５ 

項番９ 

「社内検査」の位置づけを明確にしてはどうか。 

また、項番５の「社内検査」と項番９の「業務監査、自店検査」の

相違について明確にしてはどうか。 

「社内検査」は２線による検査、「業務監査」は３線による内部監

査、「自店検査」は１線自ら行う検査を想定している。 

位置づけを明確にするため、「内部監査（３線による監査）、社内検

査（２線による検査）、自店検査（１線自ら行う検査）」と明確にし

た上、趣旨を踏まえ修正する。 

8 項番５ 「役員会等」を具体的に示してはどうか。 「取締役会や経営会議等」と修正する。 

9 項番６ 

１ポツ目 

「相場操縦やインサイダー取引等の不公正取引又はそれが疑われ

る取引の件数を指標とすることが考えられる」とは、【対応が期待

される事項】ではなく、【対応が求められる事項】ではないか。 

「指標とする」ことが【対応が期待される事項】であるにせよ、マ

ネロンの前提犯罪（不公正取引等）への対処は【対応が求められる

事項】と考えられる。 

 

 

 

本項目は「リスクの特定」であり、マネロンの前提犯罪となりうる

「相場操縦やインサイダー取引等の不公正取引」について、インサ

イダー取引等結果として生じるものを事前に特定することはでき

ないと考えられることから、原案どおりとすることでどうか。 
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No 対象項番 コメント要旨 対応案 

10 項番６ 

３ポツ目 

「例えば、犯収法第４条第２項に定める『厳格な取引時確認を行っ

た顧客』口座や、それは該当しないが独自に高リスク顧客と判定し

た顧客口座に属性フラグを立てることが考えられる。」は、【対応が

求められる事項】ではないか。 

「属性フラグ」を立てることは【対応が期待される事項】と考える。 

【対応が求められる事項】としては、項番１に、「犯収法第４条第

２項に定める『厳格な取引時確認を行った顧客』口座や、その他独

自に高リスク顧客と判定した顧客口座についても勘案することが

考えられる。」と追記する。 

11 項番 14 

３ポツ目 

グラフ化・マトリックス表化する項目について、「リスクの高低」

ではなく、「リスクの影響の大きさ」ではないか。 

また、「グラフ化」や「マトリックス表化」について、参考様式の

提示はできないか。 

コメントを踏まえて修正する。 

参考様式については、提案会社からも具体的な様式の提示がなかっ

たことから、提示しないことでよいか。 

12 項番 15・16 「b.非対面取引」について、「80 歳以上」ではなく、「高齢者」と

してはどうか。 

インターネットを利用する頻度が低い属性として、80 歳以上を例

示した趣旨である。「高齢者」と修正すると、趣旨が異なる高齢者

ガイドラインとの連想を惹起するため、原案通りとすることでよい

か。 

13 項番 15・16 「b.非対面取引」について、「取引開始前又は直後」の電話による

連絡とあるが、取引の開始前や取引後への連絡のいずれも想定する

のであれば、「取引」を基準とする必要はないのではないか。 

コメントを踏まえ、「初回取引に際しての電話による連絡」と修正

する。 

14 項番 15・16 「f.外国 PEPsとの取引」について、外国 PEPsとの取引を行っては

ならない（明確に禁止）を求めているものではないので、表現を改

めてはどうか。 

「外国 PEPｓとの取引を行う場合には」と修正する。 

15 項番 22 外国 PEPsの該否を確認する方法として、「インターネット等の公刊

情報を活用して確認する方法」をより具体化して記載できないか。 

当該表現は、平成 27 年犯収法施行令・施行規則改正時の警察庁パ

ブコメ結果（No22）の表現であることから、原案どおりとする。 

16 項番 23 他の項番（項番６、７、27）においては、【対応が期待される事項】

として「顧客属性にフラグを立てる」ことを記載している。本項番

は【対応が求められる事項】であることから、他との整合を図って

はどうか。 

「顧客属性にフラグを立てる」ことは【対応が期待される事項】と

整理する。 

【対応が求められる事項】としては、「顧客を特定し、管理を行う

こと」と修正する。 
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No 対象項番 コメント要旨 対応案 

17 項番 27 

１ポツ目 

「非対面取引、写真付きでない本人確認書類、頻繁な入出金のある

口座など相対的にマネロン等リスクが高いと考えられる口座につ

いては、フラグを付し、継続的なモニタリングの対象とすることが

考えられる。」は、【対応が求められる事項】ではないか。 

「非対面取引、写真付きでない本人確認書類、頻繁な入出金のある

口座」は範囲が広く、それらに「顧客属性にフラグを立てる」こと

は、【対応が期待される事項】と整理する。 

 

18 項番 27 

２ポツ目 

３ポツ目 

顧客ごとのリスク評価について、【対応が求められる事項】である

項番 15・16 では「３段階評価（High、 Medium、 Low）」が有用と

されている。 

本項目も【対応が求められる事項】としてよいのではないか。 

項番 15・16は、「リスク低減措置」のために行うリスク評価の手法

として示したものである。 

一方、本項目は、その更なる具現化としての「顧客管理」手法とし

て、対応が期待される「指標（顧客リスク格付）」の考え方を示し

たものである。 

「顧客属性にフラグを立てる」ことは、【対応が期待される事項】

と整理する。 

19 項番 28 小見出しとして＜地域・取引等の特性を踏まえた対応＞とされてい

るが、記載内容はそれに限定していないので、小見出しは不要では

ないか。 

小見出し（＜地域・取引等の特性を踏まえた対応＞）を削除する。 

20 項番 38 システムを導入しない会社も想定した記載内容であるため、形を求

める「体制」ではなく、内部管理態勢も包含した「態勢」が適切で

はないか。 

コメントを踏まえて修正する。 

21 項番 39 他の項目（項番 41、45、46）と平仄をとり、「ITシステムを利用し

ないせず手作業による管理が可能か現実的であるかどうか」として

はどうか。 

コメントを踏まえて修正する。 

22 項番 57 「b.非対面取引」：「疑わしい取引の発生“の有無”」ではなく、発

生するに至った環境や件数等を踏まえた上での検討が必要と考え

られることから、「発生“状況等”」とすることが適切ではないか。 

 

 

コメントを踏まえて修正する。 
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No 対象項番 コメント要旨 対応案 

23 項番 78 監査役及び経営陣への報告をより具体的にするため、「取締役会・

代表取締役や監査役・監査役会に加え、経営会議や、コンプライア

ンス委員会で報告」としてはどうか。 

コメントを踏まえて修正する。 

24 項番 82 「リスクの特定及び“度合い”の測定」とあるが、「リスクの特定

及び“評価”の測定」が適切ではないか。 

コメントを踏まえて修正する。 

25 項番 83 

１ポツ目 

２つ目の✔：「窓口」とあるが、２線の担当者を想定していること

を明確にしてはどうか。 

コメントを踏まえて修正する。 

26 項番 83 

１ポツ目 

２つ目の✔：予め定めておくこととして、「共有方法」も考えられ

るのではないか。 

コメントを踏まえて追記する。 

27 項番 83 

１ポツ目 

３つ目の✔：ネガティブ情報は、「グループで利用する」のではな

く、「参照する」ものではないか。 

コメントを踏まえて修正する。 

28 項番 83 

１ポツ目 

３ポツ目の✔：「フィルタリング」の具体的な手法を記載してはど

うか。 

グループ会社に照会すべき顧客を抽出する方法は、各社により考え

方が異なると思われることから、原案に加えた例示は行わないこと

でどうか。 

29 項番 83 情報共有の方法について、グループ会社間で内部管理部門をダブル

ハットしている場合や、情報共有方法の更なる例示、弊害防止措置

をクリアできる例示を追記できないか。 

本ＷＧに具体例を照会のうえ記載したもの。現時点では原案に加え

た具体例の例示がないことから、今後の改訂時の課題としてはどう

か。 

30 項番 84 「アウトカムベース」は日本語の方が分かりやすいのではないか。 「結果ベース」に修正する。 

 

以 上 
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「マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に関するガイドライン」の金融商品取引業における実務上の取扱い及び留意事項 

 ～金商業におけるマネロン等対応について～ 

日本証券業協会 

2018年５月 29日 

 

定義 

 

マネロン等 ： マネー・ローンダリング及びテロ資金供与 

マネロン等主管部門 ： マネロン等対策の主管部門 

第１線 ： 「営業部門」 

第２線 ： 「管理部門」（マネロン等主管部門、システム部門及び人事部門） 

第３線 ： 「内部監査部門」 

犯収法 ： 犯罪による収益の移転防止に関する法律 

犯収法 Q&A ： 犯罪による収益の移転防止に関する法律及び同政省令に関する Q&A 

JAFIC ： 警察庁 犯罪収益移転防止対策室（Japan Financial Intelligence Center） 

FATF  ： 金融活動作業部会（Financial Action Task Force on Money Laundering） 

 

 

はじめに 

 

平成 30 年２月６日に金融庁から「マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に関するガイドライン」及び同ガイドラインの「コメントの概要及

びコメントに対する金融庁の考え方」が公表されました。 

同ガイドラインは、各金融機関等がマネロン対策を行うに当たっての「対応が求められる事項」及び「対応が期待される事項」が示されており、協会

員においては、当該事項について、適切に対応していくことが求められます。 

一方、同ガイドラインは、金融機関全般を対象としているため、記載されている「対応が求められる事項」及び「対応が期待される事項」の中には、

規模・特性・業容等によって、一律に同じ対応が求められるとは限らないもの等が含まれており、協会員において、どこまで、どのように対応すればよ

資料２ 
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いのか、判断に困難を伴う事項が含まれています。 

そこで、日本証券業協会（以下「日証協」という。）では、主に協会員における金融商品取引業（特に有価証券関連業）の実務に照らして、協会員が

「対応が求められる事項」及び「対応が期待される事項」のそれぞれの項目に対応するに際して、協会員において何を点検すればよいか、どのような対

応が考えられるのかについて実務対応の一例及び留意事項を記した「『マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に関するガイドライン』の実務上

の取扱い及び留意事項 ～金商業におけるマネロン等対応について～」（以下「本書」という。）を作成しました。 

 

本書の構成及び使用に当たっての留意事項は次のとおりです。 

 

○本書の構成及び使用に当たっての留意事項 

本書では同ガイドラインに記載されている「対応が求められる事項」及び「対応が期待される事項」のみを対象としており、それぞれの事項（①②…

等）を対応するに際しての「実務上の取扱い」及び「留意事項」を記しています。同ガイドラインの本文や「先進的な取り組み事例」に関する解説や考

え方は対象としていませんが、パブリックコメント時の「コメントの概要及びコメントに対する金融庁の考え方」と合わせて、各社の実情に応じて適宜

参照してください。 

「実務上の取扱い」は、協会員が行うべきことを、過去に日証協が発信した犯収法 Q&Aや参考様式その他の協会員通知等も参照しつつ、各社が確認す

べきポイントや実行すべき措置等をできる限り具体的に記載しています。また、「金商業における対応」欄に記載した実務上の取扱いはあくまでも例示

であるため、その具体例にとどまらず対応を行うにあたっての留意事項についても記載しています。 

なお、本書は、協会員における金融商品取引業（特に有価証券関連業）の実務に照らして記載していますが、各社の規模・特性・業容等によって対応

が大きく異なることが想定される事項については、それぞれの場合の具体例をいくつか記しています（あくまでも“考えられる対応の一例”であって、

具体例のすべてを行うことを求めているのではなく、必ずしもそれ以外の対応が妨げられるものではありません。）。 

また、特別会員の場合や、海外を含む金融機関グループ全体でのマネロン等対応ポリシーに基づいて対応する必要がある協会員（金融商品取引業以外

の業を行う協会員）の場合は、本書で示した「実務上の対応」では不十分又は異なる考え方になる場合もあると思われますので、そのような社に対して

も本書に記載の内容を一律に求めるものではなく、各社において最も有効なマネロン等対策を講じる必要があります。 

 

マネロン等対策については、各社の規模・特性・業容等を理由に対策を行わなくてもよいということはありません。むしろ、対策をとっていない会社

ほどマネロン等に利用されやすいという側面もあります。リスクベース・アプローチによるマネロン等対策は、国際的にみても当然に実施していくべき

事項でありますので、各社においては、同ガイドライン等の趣旨をよく理解の上適切に対応してください。 
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NO ガイドライン本文 金商業における対応（案） 

 Ⅱ－２ リスクの特定・評価・低減 

Ⅱ－２（１）リスクの特定 

 

 【対応が求められる事項】  

1 ① 国によるリスク評価の結果等を勘案しながら、自らが提供している商

品・サービスや、取引形態、取引に係る国・地域、顧客の属性等のリ

スクを包括的かつ具体的に検証し、自らが直面するマネロン・テロ資

金供与リスクを特定すること 

・自社が提供する商品やサービス等を洗い出した上で、JAFIC の「犯罪収

益移転危険度調査書」及び日証協の特定事業者作成書面参考様式を勘

案しながら、商品・サービス・顧客に対する全てのリスクの高い取引

がないかを検証し、リスクの高い取引を特定する。 

・グローバルに展開する協会員の場合は、当該国におけるリスク評価に

ついても勘案することが必要と考えられる。 

・リスクの高い取引がある場合、受託可能な取引の範囲を確認しマネロ

ン等に利用されるおそれがないか、取引の種類ごとに検証する。 

※自社の業態・顧客属性等に応じて、例えば、次の取引についてマネ

ロン等リスクを検証することが考えられる（項番 15、16参照）。 

a.仮名・借名取引、b.非対面取引、c.現金取引（現金の受払いを伴う

取引）、d.反社会的勢力との取引、e.非居住者（個人・法人）との取

引、f.外国 PEPsとの取引、g.実質的支配者が不透明な法人との取引、

h.写真付きでない身分証を用いる顧客との取引、i.要注意国居住者と

の取引、j.イラン・北朝鮮居住者との取引、k.その他（金融商品仲介

業者との契約等） 

・犯収法第４条第２項に定める「厳格な取引時確認を行った顧客」口座

や、その他独自に高リスク顧客と判定した顧客口座についても勘案す

ることが考えられる。 

 

2 ② 包括的かつ具体的な検証に当たっては、国によるリスク評価の結果等

を勘案しつつも、自らの営業地域の地理的特性や、事業環境・経営戦

略のあり方等、自らの個別具体的な特性を考慮すること 

・上記①（項番１）の検証に当たっては、自社の営業地域の地理的特性

（例えば、要注意国又は要注意国の隣接地域に設置した海外拠点の有

無等。）や事業環境・経営戦略のあり方（下記※参照）を踏まえ、マ

ネロン等リスクを特定、評価する。 
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※事業環境・経営戦略のあり方の考え方の例（後記「リスクの低減」（項

番 16）、リスク低減後の残存リスク（項番 57）に掲げる取引を含む。） 

＜非対面取引を行う会社の対応＞ 

・非対面取引は顧客と対面しないことから、顧客の性別、年代、容貌、

言動等を直接確認することができないことを踏まえマネロン等リスク

を評価する。 

・その上で、非対面取引のリスクを低減するための自主的な追加的本人

確認措置の取組み（下記※参照）を行うことが考えられる。 

※犯収法 Q&A Q53【新規口座開設時における、非対面取引での「なりす

まし」防止】、犯収法 Q&A Q54【既存口座における、継続的な調査に

よる「なりすまし」防止】、犯収法 Q&A Q55【既存口座の「なりすま

し」調査について】を参考に、新規口座開設時に通常の取引時確認

において必要な本人確認書類に加えて、追加的に他の本人確認書類

等を受け入れる等の追加的本人確認措置、既存顧客について、定期

的に「なりすまし」防止調査の実施状況をどの程度定期的に行って

いるかを踏まえてリスク低減後に残存するマネロン等リスクを評価

する。 

  対面取引口座（来店及び訪問、又は営業店への電話による取引も可

能な口座）であったとしても、顧客が合理的な理由なく営業店から

遠隔地に居住しているなど、非対面取引のみを行うことが想定され

る場合は、当該口座についても追加的本人確認措置の対象とするこ

とが望ましい。 

 

＜金融商品仲介業者（事業者仲介）との契約がある会社の対応＞ 

・取引時確認の一部又は全部の業務（顧客カード情報の収集等を含む）

を金融商品仲介業者に委託している場合は、自社で行う取引時確認と
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同等に取引時確認を行えるよう契約ができているかを踏まえてマネロ

ン等リスクを評価する。 

・また、金融商品仲介業者は特定事業者ではないことから、当該金融商

品仲介業者に委託して行う取引時確認の実効性は自社との契約内容に

依拠することを踏まえ、契約内容も評価の対象とすること。 

 

＜非居住者取引を行う会社の対応＞ 

・非居住者取引は、現地法制度等が相違することを踏まえ、マネロン等

リスクを評価する。 

・その上で、マネロン等リスク低減のため、非居住者との取引を原則禁

止とする場合であっても、例えば、個人の非居住者との取引の検証に

当たっては、既存顧客からの海外転出等の申出に際して、取引の制限、

通信可能な連絡先（郵便物の送付先を含む。）等について、顧客と確

認を行う態勢となっているかを踏まえてリスク低減後に残存するマネ

ロン等リスクを評価する。 

・顧客の居住地について、JAFIC の「犯罪収益移転危険度調査書」でイラ

ン・北朝鮮及び注意を要する国・地域、並びに FATF の「国際的な資金

洗浄・テロ資金供与対策の遵守の改善：継続プロセス」に関する文書

でマネロン等対策に戦略上の欠陥を有し改善継続中の国・地域や、国

際的テロリストの活動地域への該当を踏まえてマネロン等リスクを評

価する。 

 

＜現金の受払いを行う伴う取引がある会社の対応＞ 

・現金は流動性が高く、権利移転が容易であるとともに匿名性が高いこ

とを踏まえ、現金の受払いを伴う取引についてマネロン等リスクを評

価する。 

・その上で、現金の受払いの取扱い（日常的に現金の受払いを行うこと
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としているか否か。原則は銀行振込であるが例外的に現金による入金

を認める場合は、どのような手続きを行うこととしているか。例えば、

入金経路の確認、一定額を超える現金の受払いに際しての取引時確認

の実施等。）を踏まえ、リスク低減後に残存するマネロン等リスクを

評価する。 

3 ③ 取引に係る国・地域について検証を行うに当たっては、FATF や内外

の当局等から指摘を受けている国・地域も含め、包括的に、直接・間

接の取引可能性を検証し、リスクを把握すること 

＜非居住者取引がある場合の対応＞ 

・JAFIC の「犯罪収益移転危険度調査書」で高リスク国、及び注意を要す

る国・地域、並びに FATF の「国際的な資金洗浄・テロ資金供与対策の

遵守の改善：継続プロセス」に関する文書でマネロン等対策に戦略上

の欠陥を有し改善継続中の国・地域や国際的テロリストの活動地域と

指定されている国の居住者との取引可能性について検証する。 

・リスク低減策として、例えば、それらとの取引が営業店、営業員限り

では行えない態勢となっていることを確認する。 

・また、非居住者の預り有価証券の売却のみ可としている場合において、

売却代金をあらかじめ登録されている国内銀行以外の金融機関へ送金

指示することが可能か等を踏まえ、リスクの検証とリスク低減策の検

討を行う。 

 ※例えば、非居住者への海外送金は合理的な閉鎖理由を確認できた口

座閉鎖に伴う送金のみに限定し、送金額に応じて、追加的本人確認措

置の実施や経緯確認を行う態勢となっているか等を踏まえ、リスクの

検証とリスク低減策の検討を行うを検証する。 

（注）後記「リスクの低減」（項番 16）、リスク低減後の残存リスク（項

番 57）の内容を含む。 

4 ④ 新たな商品・サービスを取り扱う場合や、新たな技術を活用して行う

取引その他の新たな態様による取引を行う場合には、当該商品・サー

ビス等の提供前に分析を行い、マネロン・テロ資金供与リスクを検証

すること 

＜新サービス提供時の対応＞ 

・自己で新たな商品を保有する場合や売買を行う場合、顧客向けに新た

な商品を販売する場合や、既存の商品やサービスであっても新技術を

導入する場合に、マネロン等の観点でのリスク検証を行う態勢となっ
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ているかを検証する。 

・顧客との入出金を伴うサービス（例、銀行口座との自動スイープ等）

についてマネロン等に利用されるおそれがないか検証する。 

※リスク低減のため、例えば、１日に何度でも顧客指示のみで入出金

できない仕組みとする、取引を伴わない入出金が容易に検知できる

態勢とすることが考えられる。 

（注）後記「リスクの低減」（項番 16）、リスク低減後の残存リスク（項

番 57）の内容を含む。 

5 ⑤ マネロン・テロ資金供与リスクについて、経営陣の主体的かつ積極的

な関与の下、関係する全ての部門が連携・協働し、リスクの包括的か

つ具体的な検証を行うこと 

・マネロン等主管部門に情報が集約され、関係する部門（例えば、シス

テム部門、人事部門）と連携・協働する態勢となっているかを検証す

る。 

・経営陣の指示により、マネロン等に関する社内管理態勢が構築され、

社内検査が実行されているか。 

・例えば、次のような検証を行うことが考えられる。 

✓疑わしい取引の発生状況や社内検査（２線による検査）や内部監査

（３線による監査）の結果等がマネロン等担当役員に速やかに報告

され、かつマネロン等担当役員から取締役会や経営会議役員会等に

報告される態勢となっているか。 

✓フロント部署との定期的な会合（連絡会、報告会等）の開催により、

リスクの所在や評価が共有されているか。 

 

＜内部管理を担当する役員が不在の会社＞ 

・内部管理を担当する役員が不在の会社は、日証協「『協会員の内部管

理責任者等に関する規則』に関する細則」第２条第１項第２号の要件

に該当する使用人（責任者）を内部管理統括責任者に選任し、当該内

部管理統括責任者が、マネロン等担当役員の代わりにマネロン等対策

に係る責任を担う者とする。 
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・マネロン等に関する検証や社内検査の結果等が内部管理統括責任者に

速やかに報告され、かつ内部管理統括責任者から役員会等に報告され

る態勢となっているかを検証する。 

 【対応が期待される事項】  

6 a. 自らの事業環境・経営戦略等の複雑性も踏まえて、商品・サービス、

取引形態、国・地域、顧客の属性等に関し、リスクの把握の鍵となる

主要な指標を特定し、当該指標についての定量的な分析を行うことで、

自らにとって重要なリスクの高低及びその変化を適時・適切に把握す

ること 

・リスクの把握の鍵となる主要な指標とは、例えば、発生した疑わしい

取引を類型化して分析し、届出件数や金額が多い類型を指標とするこ

とや、非居住者の取引件数を指標とすること、また、相場操縦やイン

サイダー取引等の不公正取引又はそれが疑われる取引の件数を指標と

することが考えられる。 

・顧客の属性や取引状況等のモニタリングの結果、リスクの高いと思わ

れる顧客には属性フラグを立てることが考えられる。 

・例えば、犯収法第４条第２項に定める「厳格な取引時確認を行った顧

客」口座や、それは該当しないが独自に高リスク顧客と判定した顧客

口座に属性フラグを立てることが考えられる。 

・非居住者との取引を可能としている場合は、定期的に非居住者との取

引件数・金額又は取引内容等を把握することが考えられる。 

・上記の確認の結果、特定の顧客又は特定の国・地域の居住者との取引

が集中していないかを検証し、該当があった場合は当該取引内容を検

証し、マネロン等の疑いがある場合は直ちに関係当局との連携を図る

ことや、社内規則等の見直しを行うことなどにより対応することが考

えられる。 

（注）後記「リスクの低減」（項番 16）、リスク低減後の残存リスク（項

番 57）の内容を含む。 

7 b. 一定量の疑わしい取引の届出がある場合に、単に届出等を行うにとど

まらず、届出件数及び金額等の比較可能な定量情報を分析し、部門・

拠点間等の比較等を行って、自らのリスクの検証の実効性を向上させ

ること 

 Ⅱ－２（２）リスクの評価  

 【対応が求められる事項】  

8 ① 前記「（１）リスクの特定」における【対応が求められる事項】と同

様 

・前記「（１）リスクの特定」（項番１から５）に同じ。 
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9 ② リスク評価の全社的方針や具体的手法を確立し、当該方針や手法に則

って、具体的かつ客観的な根拠に基づき評価を実施すること 

・リスク評価の全社的方針には、例えば、以下の事項等を定めることが

考えられる。 

✓マネロン等主管部門に情報が集約する態勢を構築し、マネロン等主

管部門がリスク評価を実施すること。 

✓自社における経営の意思決定プロセスに応じて、リスク評価の承

認・報告を行うこと。例えば、マネロン等主管部門が実施したリス

ク評価がマネロン等担当役員により承認され、マネロン等担当役員

から役員会等に報告されるなどが考えられる。 

✓リスク評価サイクルを尐なくとも１年に１回以上とし、例えば、日

証協が JAFIC の「犯罪収益移転危険度調査書」の更新時に特定事業

者作成書面参考様式の見直し（協会員通知発出）を行うタイミング

にあわせて自社のリスク評価の見直しを実施すること。 

✓また、重大な影響を及ぼし得る新たな事象が発生した際には、マネ

ロン等を管理する部署がリスク評価の随時の見直しを速やかに実施

すること。 

・リスク評価の具体的手法とは、例えば、以下の手法等が考えられる。 

✓日証協の特定事業者作成書面参考様式を基に自社のリスク項目とリ

スク評価について項目ごとに検証を行い、リスク項目に追加はない

か、リスク評価に変更はないかを検討すること。 

✓各項目について、自社で行う当該取引の業務フロー及びリスク低減

策の実効性（※）を勘案し、リスク評価を実施すること。 

※例外事項がある場合は、例外事項に対するリスク低減策を含む。

当該取引を取扱わないと定めている場合にはリスク低減策の対応

は不要であるが、例外的に受けることとしている場合には、個別

に内部管理責任者（又は、犯収法第 11条第３項に定める「統括管

理する者」以下同じ。）の承認を得るなどの対応が必要になる。 

✓リスク評価には、例えば、以下の情報等を集約し、特定の顧客属性、
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国・地域、商品・サービスなどに取引が集中していないか傾向を分

析し、該当があった場合は、当該リスク評価を見直すこと等が考え

られる。 

「非居住者との取引件数」 

「疑わしい取引の届出件数」 

「定期的な既存顧客のなりすまし調査の結果」 

「業務内部監査（３線による監査）、社内検査（２線による検査）、

自店検査（１線自ら行う検査）などの指摘事項」 

✓リスク評価の方法としては、例えばそれぞれの業務における固有リ

スクやそれに対する低減策の数値化による有効性検証を行うことな

ども考えられる。 

（注）後記「リスクの低減」（項番 16）、リスク低減後の残存リスク（項

番 57）の内容を含む。 

10 ③ リスク評価の結果を文書化し、これを踏まえてリスク低減に必要な措

置等を検討すること 

・日証協の特定事業者作成書面参考様式を基に自社のリスク評価書を作

成し、リスク低減策を講じることなどが考えられる。 

・リスク評価の結果、リスクが高い項目について、業務フロー（例外対

応も含む）や取引の制限、社内への周知徹底方法等を見直すなどのリ

スク低減策を講じる必要がないか検討することなどが考えられる。 

・後記Ⅱ－２（３）（項番 15から 17）参照 

11 ④ 定期的にリスク評価を見直すほか、マネロン・テロ資金供与対策に重

大な影響を及ぼし得る新たな事象の発生等に際し、必要に応じ、リス

ク評価を見直すこと 

・リスク評価は、尐なくとも１年に１回以上は見直しを行う必要がある。 

・自社において異なるリスク評価になると考えられる新しい取引サービ

ス（インターネット取引やコールセンター取引の開始、引受業務や M&A

助言業務への参入、自己勘定取引の開始等）、取引商品の拡大（外国

証券取引、デリバティブ取引の取扱開始等）や有価証券関連業以外の

業務の開始を行った場合、営業地域を拡大した場合、犯収法の改正や

新たな規制が導入された場合等に、定期的な見直し時期にかかわらず、

随時の見直しを行う必要がある。 
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12 ⑤ リスク評価の過程に経営陣が関与し、リスク評価の結果を経営陣が承

認すること 

・例えば、マネロン等主管部門が実施したリスク評価がマネロン等担当

役員により承認され、マネロン等担当役員から役員会等に報告される

などのプロセスが考えられ、自社における経営陣の意思決定プロセス

に応じた承認・報告プロセスを定める必要があると考えられる。 

・なお、自社において内部管理を担当する取締役がいない場合は、内部

管理統括責任者がマネロン等対策に係る責任を担う者に就任し、職務

を全うするに足る必要な権限等を付与することが考えられる。 

 【対応が期待される事項】  

13 a. 前記「（１）リスクの特定」における【対応が期待される事項】と同

様 

・前記「（１）リスクの特定」（項番６、７）に同じ。 

14 b. 自らが提供している商品・サービスや、取引形態、取引に係る国・地

域、顧客属性等が多岐にわたる場合に、これらに係るリスクを細分化

し、当該細分類ごとにリスク評価を行うとともに、これらを組み合わ

せて再評価を行うなどして、全社的リスク評価の結果を「見える化」

し（リスク・マップ）、これを機動的に見直すこと 

＜総合証券、多地域展開、多サービス提供会社の対応＞ 

・自らが提供する商品の追加や新サービスの開始等の情報が、マネロン

等主管部門に速やかに伝達され、マネロン等リスク評価を行いうる態

勢となっていることが重要である。 

・有価証券の売買その他の取引等以外のサービスを提供している協会員

においては、それぞれの業におけるマネロン等リスク評価を行いうる

態勢となっていることが求められる。 

※例えば、非対面取引を新たに開始する場合のマネロン等リスク評価

の実施など。 

・「見える化」（リスク・マップ）とは、例えば、自社のリスク評価項

目（非対面専用チャネルでの取引、非居住者との取引、外国 PEPs との

取引、イラン・北朝鮮との取引等）をグラフ化（縦軸をリスクの高低

影響の大きさ、横軸を発生頻度等とし、リスク評価項目をグラフ内に

プロットする等）や、マトリックス表化（リスク評価項目を横軸に、

リスクの高低影響の大きさと頻度を隣合わせに表示し、高低影響の大

きさと頻度を掛け合わせた結果を表示する等）するなど自社のリスク

評価結果が一見してわかる形で作成し、自社の役職員が容易に確認で



 

12 

 

NO ガイドライン本文 金商業における対応（案） 

きるところに掲示することなどが考えられる。 

 Ⅱ－２（３）リスクの低減 

Ⅱ－２（３）（ⅰ） リスク低減措置の意義 

 

 【対応が求められる事項】  

15 ① 自らが特定・評価したリスクを前提に、個々の顧客・取引の内容等を

調査し、この結果を当該リスクの評価結果と照らして、講ずべき実効

的な低減措置を判断・実施すること 

・前記「（１）リスクの特定」（項番１から７）を踏まえ、特定事業者

作成書面において特定した事項については、あらかじめリスク低減策

を講じておくことが考えられる（具体的には、犯収法 Q&A Q63、特定事

業者作成書面参照）。 

・リスク低減策は一様ではなく、特にリスクが高い事項については、よ

り厳格な手続きが求められる。 

・例えば、以下の a.～j.のいずれかの事項を一切取扱わないと社内規程

等において定めている場合にはリスク低減策の対応は不要であるが、

例外的に受けることとしている場合には、よく内容を確認し、個別に

内部管理責任者の承認を得て、当該内容を記録・保存を行うなどの対

応が考えられる。（犯収法 Q&A Q65、66参照）。 

・特定事業者作成書面で特定した類型ごとにリスク低減策を設けること

は必要であるが、それのみならず顧客口座ごとにリスク評価を実施し、

それに基づきリスク低減措置を実施することが考えられる。 

・顧客口座ごとの個別のリスク評価は、尐なくとも３段階評価（High、 

Medium、 Low）を行うことが有用と考えられる。 

・例えば、以下の事項については、各項目の※に記載したようなリスク

低減策を講じることが考えられる。 

a.仮名・借名取引 

  ※相続以外の理由による本人名義以外からの振込や本人名義以外へ

16 ② 個々の顧客やその行う取引のリスクの大きさに応じて、自らの方針・

手続・計画等に従い、マネロン・テロ資金供与リスクが高い場合には

より厳格な低減措置を講ずること 
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の送金を可能としている場合は、今後のサービス継続の要否を検

討する。サービスを継続する場合は、マネロン等を防止するため

に必要な対策（他人名義から又は他人名義への振込を行う理由の

聴取、内部管理責任者の承認及びその記録・保存等）を講じる。 

  b.非対面取引 

※口座開設時の追加的本人確認措置の実施やなりすまし調査（以下

の✓参照）の実施を行う。 

✓携帯電話番号やメールアドレスの一致口座調査 

✓インターネットの利用頻度が低いと思われる属性（例えば、

80歳以上や、対面取引のみ行っていた顧客の突然の非対面取

引への切替え）の顧客への定期的な連絡 

✓初回取引に際して開始前又は直後の電話による連絡 

✓不自然な携帯電話番号の変更（例えば、口座開設直後や頻繁

な変更）時の確認 等 

※口座開設直後に登録電話番号やメールアドレスの変更を行った顧

客のを抽出し合理的理由の有無を確認する。 

c.現金取引（現金による受払いを伴う取引） 

※店頭や顧客の自宅その他での現金や小切手の受入を可能としてい

る場合は、今後のサービス継続の要否を検討する。サービスを継

続する場合は、マネロン等を防止するために必要な対策（入金経

路の確認、一定額を超える現金の受払いに際して取引時確認の実

施等）を講じる。 

※留意すべき現金取引には、店頭での現金受け渡しだけではなく、

店頭設置の ATMからの入出金も含まれる。 

d.反社会的勢力との取引 

※新規口座開設時における口座開設申込者等について反社照会シス

テムへの照会を行い、該当する場合は取引を謝絶する態勢となっ
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ているか確認する。 

※反社会的勢力と判明している口座の取引の凍結、反社会的勢力の

該当性についてスクリーニングを実施する。 

e.非居住者との取引 

※相続、ストックオプションの権利行使等により例外的に取引を行

う場合は、取引を行う理由の確認及びその結果の記録を行い、必

要に応じて追加的本人確認措置を実施する。 

f.外国 PEPs との取引 

※外国 PEPs との取引を明確に禁止していない行う場合は、該当性に

ついてスクリーニングを実施した上で、外国 PEPsの属性フラグを

設ける、又は外国 PEPs口座の一覧を定期的に作成する等して管理

する。 

g.実質的支配者が不透明な法人との取引 

※実質的支配者が不透明な理由を確認し、取引継続の可否を検討の

上、詳細な実質的支配者確認を実施する。 

※また、法人の登記事項証明書の取り寄せ、実地訪問、取引担当者

への架電などを行うことにより実質的支配者の特定に努める態勢

となっているか確認する。 

※実質的支配者が不透明な法人との取引について、改正犯収法施行

前の法人口座で実質的支配者の確認ができていない口座について

は、代表者の変更の際に実質的支配者を確認するなどの手続きを

導入することが考えられる。 

h.写真付きでない身分証を用いる顧客との取引 

※来店にもかかわらず、写真付きでない身分証を用いる顧客につい

ては、その理由を確認するとともに、以下のいずれかの方法を行

う対応となっているかの確認を行う。 

✓２種類の本人確認書類の提示を受ける。 
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✓健康保険証等の提示と他の本人確認書類の写し又は補完書類を

受け入れる。 

✓健康保険証等の提示又は写しの送付と、取引関係文書を転送不

要郵便等で送付する。 

i.要注意国・地域、マネロン等対策改善継続国居住者との取引 

 ※取引を行うことを可とするかを慎重に検討し、取引を可能とする

場合には、よく内容を確認し、内部管理責任者による承認と、そ

の記録・保存を行う。 

j.イラン・北朝鮮居住者との取引 

  ※非居住者について、顧客がイラン・北朝鮮に居住・所在するもの

でないか確認を行い、原則として両国の居住者だけでなく、その

疑いのある者とも取引は行わない。 

 k.その他 

  ・金融商品仲介業者（事業者仲介）との契約 

   ※金融商品仲介業者に委託する取引時確認の業務について、自社

と同等の水準で行う契約を締結し、定期的に当該業務の状況を

モニタリング及び検査する。 

・検証の結果を踏まえて、取引を謝絶する取引を明確化することが考え

られる。（例えば上記の例におけるａやｄなど） 

・マネロン等を企図する者は、マネロン等対応が弱い協会員を狙って取

引を行うものと考えられるため、自社の規模によらず、マネロン等対

策を講じる必要があることに留意が必要。 

17 ③ 本ガイドライン記載事項のほか、業界団体等を通じて共有される事例

や内外の当局等からの情報等を参照しつつ、自らの直面するリスクに

見合った低減措置を講ずること 

・本書に記載された低減策の実施例を参考とすること。 

 Ⅱ－２（３）（ⅱ） 顧客管理（カスタマー・デュー・ディリジェンス：

CDD） 
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 【対応が求められる事項】  

18 ① 自らが行ったリスクの特定・評価に基づいて、リスクが高いと思われ

る顧客・取引とそれへの対応を類型的・具体的に判断することができ

るよう、顧客の受入れに関する方針を定めること 

・上記（３）（ｉ）①及び②（項番 15、16）の考え方を参考に、リスク

が高いと判断される顧客についての受入れ方針を設けるものとする。 

・受入れ方針について自社の役職員が容易に確認できるよう、社内規則

への規定、イントラネットへの登録、研修の実施等を行う。 

・必要に応じて顧客向けの取引約款への記載、サービス説明冊子等に明

記することを検討する。 

19 ② 前記①の顧客の受入れに関する方針の策定に当たっては、顧客及びそ

の実質的支配者の職業・事業内容のほか、例えば、経歴、資産・収入

の状況や資金源、居住国等、顧客が利用する商品・サービス、取引形

態等、顧客に関する様々な情報を勘案すること 

・上記（３）（ｉ）①及び②（項番 15、16）の考え方に記した低減策の

実施例を参考に、自社の規模・特性・業容を勘案して、方針を具体的

に作成する。 

・例外的にリスクの高い取引を行う場合は、顧客カードに必要な項目に

とどまらず、できる限り精緻な情報収集に努める（例、職業は、犯収

法上の職業（会社員、公務員等）ではなく、細目（上場会社役員、非

上場会社従業員等）や、所属部署・肩書まで確認する、会社経営者又

は会社幹部である場合には、当該会社の風評を新聞検索等により確認

する等）。 

・さらに、当該対象顧客の預り金又は金融資産が一定規模（●億円以上）

の場合には、当該顧客の経歴を聴取するほか、経歴に不審な点がない

か氏名を新聞検索等により確認することが考えられる。その際、上記

①（項番 18）においてリスクが高いと分類した経歴（※）である場合

には、継続的な取引モニタリングの対象とすることが考えられる。 

 ※例えば、実在しない（確認できない）会社名、団体名、大学名等を

届け出る顧客や、過去に外国 PEPｓに該当した顧客等 

・取引開始時点の確認のポイントとして、例えば、次の項目についての

留意事項を定めておくことが考えられる。 

✓顧客の不審な言動等の確認と報告 

✓遠隔地顧客との取引制限（顧客住所と取引店の距離等による制限） 
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✓社内及び店内での複数口座開設に関する制限 

✓本人確認書類の限定（特に写真付きではない場合） 

✓口座開設以降、長期間取引が行われない口座の取引制限 

✓特定の顧客属性に対する取引制限 

✓特定の職業区分に対する留意事項 

✓実質的支配者の顧客申告に疑義がある場合の対応 

✓外国 PEPｓに該当した場合の対応 

✓顧客口座への入金経路又は原資の把握 

✓顧客の資産の状況 

✓法人顧客の事業内容に対する留意事項 

✓取引の種類に関する留意事項 

✓顧客の住居又は所在地に赴く確認に関する事項 

 

＜リスクの高い取引＞ 

・非対面取引について、例えば、新規口座開設時に通常の取引時確認に

加えて、追加的本人確認措置を実施し、定期的に「なりすまし」防止

調査を行う方針とすることなどが考えられる。 

・現金取引（現金の受払いを伴う取引）について、例えば、原則行わな

いこととし、例外的に現金取引を行う場合は、内部管理責任者と協議

の上、本人確認書類の提示を顧客に求めた上で取り扱う方針とするこ

となどが考えられる。 

・非居住者との取引について、例えば、個人の非居住者からの口座開設

は原則として受け付けないこととし、例外的に相続手続きに際し相続

人が非居住者である場合に限り口座開設を認めること、顧客が海外転

勤等で非居住者になる場合は取引停止など制限を設けることを方針と

することなどが考えられる。 

・非居住者の常任代理人との取引を認める場合には、マネロン等リスク
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の観点から、常任代理人の設置や取引について合理的理由があるかを

確認の上、受入れの可否を判断する方針とすることなどが考えられる。 

・顧客が外国 PEPsに該当することが判明した場合には、取引保留の手続

を行い、取引の申し出があった都度、内部管理責任者の承認を要する

方針とすることなどが考えられる。 

・例えば、外国 PEPs 等の高リスク取引を行う顧客に対して「資産及び収

入の状況を確認できる書類を当社から要請された場合には、速やかに

当該書類を提出すること」等の同意書を受け入れることが考えられる。 

・実質的支配者が不透明な法人との取引については、実質的支配者の確

認は国際的な議論において重視されている状況を踏まえ、例えば、実

質的支配者が不透明な点が解消できない場合や顧客が実質的支配者の

確認を拒む場合には、口座開設を受け付けない方針とすることなどが

考えられる。 

・JAFIC の「犯罪収益移転危険度調査書」において注意を要するとされた

国・地域又はマネロン等対策改善継続国・地域に居住し又は所在する

顧客と行う取引について、例えば、原則として取引しないこととし、

新規口座開設時や届出事項の変更時には、顧客が当該国・地域に居住

又は所在していないかどうか確認する方針とすることなどが考えられ

る。 

・イラン・北朝鮮に居住し又は所在する顧客と行う取引について、例え

ば、原則として取引しないこととし、新規口座開設時や届出事項の変

更時には、顧客がイラン・北朝鮮に居住又は所在していないかどうか

確認する方針とすることなどが考えられる。 

20 ③ 顧客及びその実質的支配者の本人特定事項を含む本人確認事項、取引

目的等の調査に当たっては、信頼に足る証跡を求めてこれを行うこと 

・実質的支配者を申告により確認した場合において、自社の知識・経験

及びデータベース等と照合して合理的でないと考えられるとき（※）

には、書類の提出を求めることが考えられる。 

※例えば、自社で株主名簿や株式譲受契約書、確定申告書（同族会社
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等の判定に関する明細書）等を別途入手していた場合において、当

該書類との不一致等 

・上記の場合において、書類の提出がない場合には、当該実質的支配者

の実在性を確認するため、新聞検索の実施や、居住地への訪問を行う

ことが考えられる。 

・資本関係が複雑な場合や合理的でないと考えられる場合には、資本関

係や実質的支配者との関係性がわかるスキーム図等の提出を求めるこ

と等の運用も考えられる。 

・上記の対応を行ってなお、実質的支配者の真正性が顧客の申告による

他確認できない場合には、継続的な取引モニタリングの対象とするこ

とが考えられる。 

・改正犯収法施行以前の法人口座について、実質的支配者が未確認にな

っている口座があるが、法人名称変更、住所変更、代表者変更等に際

して実質的支配者の確認を行い、未確認の状態を解消に努める必要が

あることに留意する。 

21 ④ 顧客及びその実質的支配者の氏名と関係当局による制裁リスト等と

を照合するなど、国内外の制裁に係る法規制等の遵守その他必要な措

置を講ずること 

・日証協を通じて財務省又は金融庁から公表される制裁リストについて、

通知されたとき及び定期的に（尐なくとも年に１回以上）顧客リスト

と照合する。 

・各社の規模・業容・特性に応じて、例えば、取引フィルタリングシス

テムを用いるなど実効性のある方法で適宜実施することが考えられ

る。 

・実質的支配者について制裁リストとの照合が可能なデータベースとな

っているかを検証し、なっていない場合はシステム改修する、別途一

覧表を作成する等対応を実施する。 

・制裁リストに該当した場合には、速やかに取引停止をし、当局に疑わ

しい取引の届出を行う。 

・海外展開するグループや、非居住者との取引を行う会社は、財務省の
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制裁者リストのみならず、OFAC（米国財務省外国資産管理室）等海外

当局の公表するリストと照合することが考えられる。 

22 ⑤ 信頼性の高いデータベースやシステムを導入するなど、金融機関等の

規模や特性等に応じた合理的な方法により、リスクが高い顧客を的確

に検知する枠組みを構築すること 

・信頼できるデータベースとは、反社会的勢力の確認は反社照会システ

ム、外国 PEPs については情報ベンダーが提供するシステムが考えられ

る。 

・リスクが高い顧客を的確に検知するためには、外部ベンダーの提供す

るネガティブニュースと顧客との照合を適宜行い、該当顧客がある場

合は、ヒットしたネガティブニュースの内容に応じて、当該顧客のリ

スク評価変更の措置をとるなど、実効性のある措置を実行することも

考えられる。 

 

＜データベースを利用しない会社の対応＞ 

・外国 PEPs について情報ベンダーが提供するシステムを活用していない

場合は、外国 PEPsの太宗を占める非居住者取引を受付ける場合（相続

の場合等）、取引時は対面で行う（非対面取引は制限する）こととし、

以下のいずれか又は両方を併せて行うことにより外国 PEPsの該否を確

認する。 

 顧客等に申告を求める方法 

 インターネット等の公刊情報を活用して確認する方法 

23 ⑥ マネロン・テロ資金供与リスクが高いと判断した顧客については、以

下を含むより厳格な顧客管理（EDD）を実施すること 

イ. 資産・収入の状況、取引の目的、職業・地位、資金源等について、

リスクに応じ追加的な情報を入手すること 

ロ. 当該顧客との取引の実施等につき、上級管理職の承認を得ること 

ハ. リスクに応じて、当該顧客が行う取引に係る敷居値の厳格化等の

取引モニタリングの強化や、定期的な顧客情報の調査頻度の増加等

を図ること 

・上記①から⑤（項番 18から 22）の結果、マネロン等リスクが高い又は

継続的なモニタリングの対象にすると判断した顧客について、顧客を

特定し、管理を行う。属性にフラグを立てる等の措置を検討し実施す

る。 

・当該顧客については、左記イからニの措置を実施する。 

・また、国内居住者において（税法上の経過措置期間の経過後において

も）正当な理由なく個人番号の提供を拒む口座については、一定額以

上（自社で通常行われる取引の金額に比して一定程度高額な金額を設
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ニ. 当該顧客と属性等が類似する他の顧客につき、リスク評価の厳格

化等が必要でないか検討すること 

定する）の出金については、顧客への面談の実施や追加的本人確認書

類の提出を求めることも考えられる（この場合、敷居値未満の出金で

あっても継続して行われるものについては同様に扱うことが考えられ

る。）。 

・上記顧客が存在する場合には、携帯電話番号、住所、IPアドレスの突

合などを通じて同じ顧客がいないか確認する。 

24 ⑦ マネロン・テロ資金供与リスクが低いと判断した顧客については、当

該リスクの特性を踏まえながら、当該顧客が行う取引のモニタリング

に係る敷居値を緩和するなどの簡素な顧客管理（SDD）を行うなど、円

滑な取引の実行に配慮すること（注１）（注２） 

（注１）この場合にあっても、金融機関等が我が国及び当該取引に適

用される国・地域の法規制等を遵守することは、もとより当然であ

る。 

（注２）FATF、BCBS 等においては、尐額・日常的な個人取引を、厳格

な顧客管理を要しない取引の一例として挙げている。 

（日証協注）BCBS とは、バーゼル銀行監督委員会をいう。 

・特定事業者作成書面においてリスク低となる取引顧客に対して法令の

義務を超えて一律に厳格な顧客管理を実施することがないよう留意す

る。 

25 ⑧ 後記「（ⅴ）疑わしい取引の届出」における【対応が求められる事項】

のほか、以下を含む、継続的な顧客管理を実施すること 

イ. 取引類型や顧客類型等に着目し、これらに係る自らのリスク評価

や取引モニタリングの結果も踏まえながら、調査の対象及び頻度を

含む継続的な顧客管理の方針を決定し、実施すること 

ロ. 各顧客に実施されている調査の範囲・手法等が、当該顧客の取引

実態や取引モニタリングの結果等に照らして適切か、継続的に検討

すること 

ハ. 調査の過程での照会や調査結果を適切に管理し、関係する役職員

と共有すること 

・後記Ⅱ‐２（３）（ｖ）（項番 31から 37）参照。 

・左記イからニを含む、継続的な顧客管理の方針については、例えば、

犯収法 Q&A Q54【既存口座における、継続的な調査による「なりすまし」

防止】、犯収法 Q&A Q55【既存口座の「なりすまし」調査について】を

参考になりすまし調査を行うことが考えられる。 

・その他、各社の規模・業容・特性に応じて、顧客リスクの程度に応じ

て定期的な顧客情報確認を行うことが考えられる。 

・例えば、次のような対応を行うことが考えられる。 

✓ 定期的な顧客情報の確認（いわゆるローリング・レビュー）につ

いて、個別の顧客のリスク評価に応じて定めた一定期間経過後に顧



 

22 

 

NO ガイドライン本文 金商業における対応（案） 

ニ. 各顧客のリスクが高まったと想定される具体的な事象が発生した

場合のほか、定期的に顧客情報の確認を実施し、かつ確認の頻度を

顧客のリスクに応じて異にすること 

客情報を再確認するものとする。法人の場合は代表者の変更や実質

的支配者の変更がないかなどを確認するものとする。 

✓ 一定期間とは、例えば、Highリスクで６か月～１年に１回、Medium

リスクで２年に１回、Lowリスクで３年に１回等の期間が考えられ

る。 

✓ 法人の実質的支配者変更による顧客属性の変化の確認 

✓ 自社が保有する反社会的勢力データベースとの定期的な照合 

26 ⑨ 必要とされる情報の提供を利用者から受けられないなど、自らが定め

る適切な顧客管理を実施できないと判断した顧客・取引等については、

取引の謝絶を行うこと等を含め、リスク遮断を図ることを検討するこ

と 

その際、マネロン・テロ資金供与対策の名目で合理的な理由なく謝

絶等を行わないこと 

・例えば、既存顧客について、マネロン等リスクがあると考える顧客に

は面談の実施や追加的本人確認書類の提出を求め、合理的ではない理

由により提供を拒絶する場合には、必要な確認ができるまでの間、取

引を停止（取引の一部停止や制限を加えることを含む）することが考

えられる。 

・なりすましの可能性がある場合には、継続して取引をモニタリングす

るとともに、追加的本人確認措置を行うものとする。 

・法人顧客について、法人番号の提供がある場合であっても、法人の実

在性（業務実態）に不審な点があれば、登記事項証明書の取り寄せ、

実地訪問、取引担当者への架電などを行うことにより、実在性（業務

実態）を確認する。 

 【対応が期待される事項】  

27 a. 商品・サービス、取引形態、国・地域、顧客属性等に対する自らのマ

ネロン・テロ資金供与リスクの評価の結果を総合し、顧客ごとに、リ

スクの高低を客観的に示す指標（顧客リスク格付）を導入し、これを

随時見直していくこと 

＜地域・取引等の特性を踏まえた対応＞ 

・非対面取引、写真付きでない本人確認書類、頻繁な入出金のある口座、

など相対的にマネロン等リスクが高いと考えられえる口座について

は、フラグを付し、継続的なモニタリングの対象とすることが考えら

れる。 
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・例えば、非居住者や外国 PEPsに該当する顧客にフラグを付して管理す

ることが考えられる。 

・なお、顧客口座ごとの個別のリスク評価は、尐なくとも３段階評価

（High、 Medium、 Low）を行うことが有用と考えられる。 

28 b. 顧客の営業実態、所在等が取引の態様等に照らして不明瞭であるなど

のリスクが高い取引等について、必要に応じ、取引開始前又は多額の

取引等に際し、例えば、顧客やその実質的支配者との直接の面談、営

業拠点がない場合における実地調査等、追加的な措置を講ずること 

＜地域・取引等の特性を踏まえた対応＞ 

・法人顧客について、法人番号の提供がある場合であっても、法人の実

在性に不審な点があれば、登記事項証明書の取得等に加え、実地訪問、

取引担当者への架電などを行うことにより、実在性を確認する。 

 Ⅱ－２（３）（ⅲ） 取引モニタリング・フィルタリング  

 【対応が求められる事項】  

29 ① 取引類型に係る自らのリスク評価も踏まえながら、個々の取引につい

て、異常取引や制裁対象取引を検知するために適切な取引モニタリン

グ・フィルタリングを実施すること 

・上記Ⅱ－２（２）リスクの評価（項番８、９）を踏まえ、取引モニタ

リング・取引フィルタリングを実施する。 

 

〔取引モニタリング〕 

・取引モニタリングに際しては、抽出基準や判断基準を設定し、自社

にとっての異常取引を適切かつ継続的に把握できるよう留意する。 

・「疑わしい取引の届出」に係る参考事例及び「会員の『疑わしい取

引の届出』に関る考え方」について（平成 20年２月 26日）に基づ

いてモニタリングを行うことが考えられる。 

・自社の業容等を勘案し、上記の中でも自社にとってのリスクが高い

と考えられる事例については、より詳細な確認を行うことが考えら

れる。 

✓非対面取引の場合：多数の口座を保有していることが判明した顧客

の取引 

✓対面取引の場合：通常は取引がないにもかかわらず、突如 多額の

投資が行われる口座 

・顧客カードの金融資産と比較して取引金額が異常に大きい場合や、
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月次の取引金額が顧客の過去の取引と比較して異常に大きい場合な

どをシステム的にアラートとして抽出し、当該顧客に接している営

業社員や、当該顧客自身に理由を確認することが考えられる。 

 

〔取引フィルタリング〕 

・取引フィルタリングに際しては、当局及び外国当局が指定する制裁対

象取引（財務省

http://www.mof.go.jp/international_policy/gaitame_kawase/gaita

me/economic_sanctions/list.html）を適切かつ継続的に把握すること

に留意する。 

 Ⅱ－２（３）（ⅳ） 記録の保存  

 【対応が求められる事項】  

30 ① 本人確認資料等の証跡のほか、顧客との取引・照会等の記録等、適切

なマネロン・テロ資金供与対策の実施に必要な記録を保存すること 

・適切なマネロン等対策の実施に必要な記録としては、左記（本人確認

資料等の証跡及び顧客との取引・照会等の記録）以外に以下の例が考

えられる。 

✓取引時確認の不備を理由とする口座開設や送金取引等謝絶件数 

✓当局から求められた場合に CDD情報（顧客ファイル等）を提示した

際の依頼日時及び提出日時 

✓潜在的な疑わしい取引の検知から提出までに要した時間、届出に当

たって社内で協議した内容・判断要素 

※記録の保存方法は電磁的記録でもよいが、当局からデータの提出

を求められたときに速やかに提出ができる形式で整理・管理して

おくことが望ましい。 

※犯収法において取引記録は取引終了後７年間の保存義務が課され

ていることに留意する。 

 Ⅱ－２（３）（ⅴ） 疑わしい取引の届出  

 【対応が求められる事項】  

http://www.mof.go.jp/international_policy/gaitame_kawase/gaitame/economic_sanctions/list.html
http://www.mof.go.jp/international_policy/gaitame_kawase/gaitame/economic_sanctions/list.html
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31 ① 顧客の属性、取引時の状況その他金融機関等の保有している具体的な

情報を総合的に勘案した上で、疑わしい取引の該当性について適切な

検討・判断が行われる態勢を整備し、法律に基づく義務を履行するほ

か、届出の状況等を自らのリスク管理態勢の強化にも必要に応じ活用

すること 

・営業員は取引注文を受けるに際し、顧客の属性、取引時の状況、各社

で把握している当該顧客の情報を総合的に勘案し、当該取引内容が不

自然ではないかという目線で確認する。 

※取引時の状況とは、例えば、顧客の態様、取引の内容・頻度・目的

等のこと。 

・営業店の店頭における一見顧客との取引やコールセンターでの電話に

よる受注などに際して、自社の顧客カード等に記録されたどの情報を

確認すれば、当該取引内容が不自然ではないかが確認できる等のチェ

ックシートや FAQ などを作成して使用することが考えられる。 

・想定外の疑わしい取引が発生した場合、直ちにマネロン等担当部署に

報告がされ、担当部署から全営業店に速やかに周知される態勢を構築

する必要がある。 

32 ② 金融機関等の業務内容に応じて、IT システムや、マニュアル等も活

用しながら、疑わしい顧客や取引等を的確に検知・監視・分析する態

勢を構築すること 

・疑わしい取引の該当性を判断するにあたり、自社の ITシステムやマニ

ュアル活用する態勢となっているか確認する。 

 

＜IT システムを利用しない協会員の対応＞ 

・疑わしい取引の該当性を判断するにあたり、例えば、直近の「疑わし

い取引の届出」の内容を分析することにより、モニタリングのシナリ

オ及び敷居値を適宜見直すことが考えられる。なお、当該検知・監視・

分析について適切に行われるべく業務マニュアルに記載するなどし、

漏れが発生しない態勢を構築すること。 

33 ③ 疑わしい取引の該当性について、国によるリスク評価の結果のほか、

外国 PEPs 該当性、顧客が行っている事業等の顧客属性、取引に係る

国・地域、顧客属性に照らした取引金額・回数等の取引態様その他の

事情を考慮すること 

＜地域・取引等の特性に応じた対応＞ 

・疑わしい取引の該当性を判断するにあたり、下記※の事情を考慮する

業務フローになっているか確認する。 

※国によるリスク評価の結果（JAFIC の「犯罪収益移転危険度調査書」

によるもの）を反映した取引に係る国・地域、外国 PEPsの該当性、

顧客属性に照らした取引金額・回数等の取引態様その他 



 

26 

 

NO ガイドライン本文 金商業における対応（案） 

34 ④ 既存顧客との継続取引や一見取引等の取引区分に応じて、疑わしい取

引の該当性の確認・判断を適切に行うこと 

・取引を受注する営業員及びコールセンターのオペレーターに、例えば、

下記※の事項を徹底することなどが考えられる。 

※担当する既存顧客の場合は、取引量の急激な拡大、突然の代理人の

設定、海外への転出（出国先に留意し、取引継続の可否を検討）、

不自然な売却出金等 

※他の担当者の顧客の場合は、顧客カード等の情報を十分に確認し、

なりすましではないかの確認、不審な言動、多額の入出金等 

※一見取引（ある取引のみを行い、その後の継続的な取引を行う意思

がない、又は見込めないものをいう。）を行う顧客の場合は、自社

又は当店で取引をする理由が不明瞭、本人確認書類の記載と年齢性

別等が不一致の疑い、多額の取引の申出等 

・一見取引を行う顧客の中で、次のような場合は疑わしい取引について

留意が必要と考えられる。 

✓当社からの勧誘でなく、他社から有価証券を移管し、売却のみ行い

出金する場合（当社のみが取り扱う公開買い付けへの応募の場合は

除く） 

✓顧客からの紹介等もなく、突然来店し多額の買付を行うが、短期間

で売却する場合や他社に移管する場合 

✓自分では投資判断をせず、第三者からの指示で取引を行っていると

思われる場合 

35 ⑤ 疑わしい取引に該当すると判断した場合には、疑わしい取引の届出を

直ちに行う態勢を構築すること 

・「疑わしい取引の届出」の担当部署が社内に周知されていることが必

要である。 

・疑わしい取引の疑義がある場合の対応方法等が周知されていること。 

・疑わしい取引に該当する又はその疑義があると認識した場合、直ちに

（原則当日中）担当部署に報告される態勢になっているか確認する。 

・担当部署では、できる限り迅速に「疑わしい取引」の該当性を判断し、

該当すると判断したときは直ちに当局に届出ること。 
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36 ⑥ 実際に疑わしい取引の届出を行った取引についてリスク低減措置の

実効性を検証し、必要に応じて同種の類型に適用される低減措置を見

直すこと 

・これまでに「疑わしい取引の届出」を行った取引について、従来定め

ていたリスク評価及び低減措置が有効に機能しているかを検証する。 

・必要に応じてより厳格な評価及び措置に変更する等の対応を行う。 

・定期的に「疑わしい取引の届出」の実績及び内容を確認し、上記検証・

変更対応を実施する。 

37 ⑦ 疑わしい取引の届出を複数回行うなど、疑わしい取引を契機にリスク

が高いと判断した顧客について、当該リスクに見合った低減措置を適

切に実施すること 

・「疑わしい取引の届出」をした顧客にフラグを立て、リスクレベルに

従って、取引を監視する、追加的本人確認措置等のリスク低減措置を

講ずる、取引に制限をかける等の対応を継続的に行うことが考えられ

る。 

・上記フラグは検索、抽出可能なものとすることが考えられる。 

・例えば、疑わしい取引と判断された顧客（例：社長）の関係者（例：

当該会社）が取引を行う場合、その者に対してリスク低減措置を実施

することは有用である。 

 Ⅱ－２（３）（ⅵ） IT システムの活用  

 【対応が求められる事項】  

38 ① 自らの業務規模・特性等に応じた IT システムの早期導入の必要性を

検討し、システム対応については、後記②から⑦の事項を実施するこ

と 

・自社の業務規模・特性等に照らし、上記Ⅱ－２（３）(ⅱ)から(ⅴ)（項

番 18 から 37）において求められる「顧客管理（CDD）」、「取引モニ

タリング・フィルタリング」、「記録の保存」及び「疑わしい取引の

届出」等について、手作業（簡易な表計算ソフトによる作業を含む）

では適切に遂行することが困難であると判断する場合には、ITシステ

ムの導入を図ることが考えられる。 

・その場合、例えば、以下の a)顧客属性管理、b)取引管理、c)入出金管

理の観点から、自社に必要なシステム対応を図ることが有益であると

考えられる。 

・a)顧客属性管理は、本人確認記録が検証可能な状態で適切に登録・保

存される体制態勢となっているか。例えば、不備項目がある場合に容

易に検知、抽出できるかを確認する。 
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・また、非居住者口座に対して自社が定める取引制限（新規買付禁止等）

を適切に実施できるか、又それが実行されているかの点検が可能とな

っているかを確認する。 

・b)取引管理は、上記の属性不備口座や取引制限口座の取引が停止又は

管理者に通知される体制態勢となっているかを確認する。 

・また、停止又は通知された取引が容易に抽出でき、検証できる体制態

勢となっているかを確認する。 

・c)入出金管理は、反社会的勢力に該当すると考えられる顧客の口座、

不審な顧客（金融犯罪に関与していることが疑われる顧客等）の口座、

申告資産（※）を超える入金のあった口座、短期間で繰り返し入出金

する口座、取引を伴わない大量の現金を入出金する口座、過去１年間

の取引平均値に比べて過剰な取引があった口座、異住所でＥメールア

ドレス又は電話番号が同じ顧客のうち取引が発生した顧客の口座など

が容易に検知できる体制態勢となっているかを確認する。 

※日証協「協会員の投資勧誘、顧客管理等に関する規則」第５条第１

項第６号の資産の状況に記載のあった申告資産 

 

＜ITシステム導入済み会社の対応＞ 

・現在使用しているシステムを確認した結果、適切な業務遂行のために

は不十分であると認識した場合は、ITシステム担当者と連携し、速や

かに改修が可能かを検討する。当該改修について直ちに対応すること

が困難である場合は、次善の策（担当者の手作業による日々の管理等）

を講じる。 

・情報ベンダー等から提供されるシステムを使用している場合において、

システムを確認した結果が不十分であると認識した場合は、当該情報

ベンダー等と対話し、システム改修の申入れや次善の策の検討等を行

う。 
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・また、これらのシステムの利用に係る業務マニュアルが整備されてい

るか確認し、整備されていない場合には速やかに対応する。 

 

＜IT システムを導入意向の会社の対応＞ 

・IT システム担当者と（必要に応じて情報ベンダーとも）連携の上、速

やかに自社システムを導入又はアウトソーシングによる共同化システ

ムを導入できるよう計画し、その計画内容を確認する。 

・また、これらのシステムに係る業務マニュアルも速やかに整備する。 

 

＜ITシステムを利用しない会社の対応＞ 

・マネロン等対策の有効性の確認等が適時適切に行われるため、人的対

応による確認方法を明記した業務マニュアルが整備されているか確認

する。その確認の結果、不十分であると認識した場合には、速やかに

業務マニュアルの改訂を検討する。 

・また、部分的に ITシステムを利用する会社は、システム化する業務と

非システム化の業務を業務マニュアルにおいて明記する。 

39 ② 自らのリスク評価を反映したシナリオ・敷居値等の抽出基準を設定す

るなど、自らの IT システムを取引モニタリング等のマネロン・テロ資

金供与対策の有効な実施に積極的に活用すること 

・a)顧客属性管理、b)取引管理、c)入出金管理に抽出基準を設定してい

るか、当該基準により抽出が可能かの確認について、自らの業務規模・

特性等に応じて、ITシステムを利用しないせず手作業による管理が可

能か現実的であるかどうかを踏まえて、システム化の要否又は改修を

検討する。当該基準を設置していない場合や抽出が困難な場合は対応

を検討する。 

・不備項目等の検索が可能な二次加工データの作成等により、マネロン

等を検知する場合は、その運用ができるか確認する。 

・上記①（項番 38）の ITシステム導入の会社区分に応じた対応を検討す

る。 
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40 ③ 自らが導入しているマネロン・テロ資金供与対策に係る IT システム

の設計・運用等が、自らが行うリスクの評価に見合ったものとなって

いるか定期的に検証し、検証結果を踏まえて必要に応じ IT システムや

その設計・運用等について改善を図ること 

・自らが導入しているマネロン等対策に係る設計・運用（抽出データ及

び検索が可能な二次加工データの作成等を含む。）等が、自らが行う

リスクの評価に見合ったものとなっているか定期的に検証し、検証結

果を踏まえて必要に応じ、その設計・運用等について改善を図る。 

・自社の業務マニュアルにおいて、項目①、②、④、⑦（項番 38、39、

41、44）に係るシステムの適切性について定期的に検証するものとな

っているか確認する。当該業務マニュアルがない場合には、その検証

を行うための整備を実施する。 

・情報ベンダー等から提供されているシステムを使用している場合にお

いて、当該ベンダー等と対話し、機能の改善等を求める、又は必要と

なる検証方法について相談を行う。 

41 ④ 取引の特徴（業種・地域等）や抽出基準（シナリオ・敷居値等）別の

検知件数・疑わしい取引の届出件数等について分析を行い、システム

検知以外の方法で得られた情報も踏まえながら、シナリオ・敷居値等

の抽出基準について改善を図ること 

・取引の特徴や抽出基準別の検知件数や「疑わしい取引の届出」の内容

等の定期的な分析について、自らの業務規模・特性等に応じて、ITシ

ステムを利用しない手作業による管理が現実的であるかどうかを踏ま

えて、システム化又は改修の要否を検討し、シナリオや抽出基準の設

定及び見直しを行う。 

・上記①（項番38）のITシステム導入の会社区分に応じた対応を検討す

る。 

・なお、抽出基準に該当する取引がシステムでの抽出が可能かどうかを

検証し、システム抽出が可能と判断される場合は、システムへの設定

について検討する。 

42 ⑤ 取引フィルタリングシステムについては、送金先や輸出入品目等につ

いての制裁リストが最新のものとなっているか検証するなど、的確な

運用を図ること 

項番 21 参照 

43 ⑥ 内部・外部監査等の独立した検証プロセスを通じ、IT システムの有

効性を検証すること 

・内部・外部監査等の独立した検証プロセスを通じて、自社のマネロン

等対策の有効性を検証する。 

・必ずしもシステム監査に係る内部監査と外部監査の両方を行う必要は
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ないが、業務の規模や内容に応じて、内部監査と外部監査のいずれか

一方を実施するべきか、あるいはその双方を実施するべきか検討する。 

・内部監査で行う場合は ITシステムに精通した人材が配置されているか

を検証する。 

・情報ベンダー等から提供されるシステム（共同システムを含む）を使

用している場合において、システムを確認した結果が不十分であると

認識した場合は、当該情報ベンダー等と対話し、内部監査等を行った

結果について当該ベンダーに提言の上アクションプランの作成等を求

めるなど、システム改修の申し入れや次善の策の検討等を行う。 

・また、これらのシステムの利用に係る業務マニュアルが整備されてい

るか確認し、整備されていない場合には速やかに対応する。 

44 ⑦ 他の金融機関等と共通の委託先に外部委託する場合や、共同システム

を利用する場合であっても、自らの取引の特徴やそれに伴うリスク等

について分析を行い、当該分析結果を反映した委託業務の実施状況の

検証、必要に応じた独自の追加的対応の検討等を行うこと 

・他の金融機関等と共通の委託先に外部委託する場合やグループ会社と

共同システムを利用する場合は、当該システムの a)顧客属性管理、b)

取引管理、c)入出金管理の仕様・運用状況が、自社の取引の特徴やそ

れに伴うリスク等に即したものとなっているかを検証する 

・当該検証の結果、上記①（項番 38）の適切な業務遂行のためには不十

分であると認識した場合は、ITシステム担当者と連携し、グループ全

体又は自社におけるカスタマイズが可能かについて速やかに検討す

る。IT システムをカスタマイズすることが直ちに困難である場合は、

次善の策（担当者の手作業による日々の管理等）を講じる。 

 Ⅱ－２（３）（ⅶ） データ管理（データ・ガバナンス）  

 【対応が求められる事項】  

45 ① 確認記録・取引記録等について正確に記録するほか、IT システムを

有効に活用する前提として、データを正確に把握・蓄積し、分析可能

な形で整理するなど、データの適切な管理を行うこと 

・本人確認資料等の証跡及び顧客との取引・照会等の記録、マネロン等

に関する審査やモニタリングの結果が正確に記録され、分析可能な形

で整理するなどデータの適切な管理が行われているかの確認につい

て、自らの業務規模・特性等に応じて、IT システムを利用しない手作

業による管理が現実的であるかどうかを踏まえて、システム化又は改
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修の要否を検討する。 

・Ⅱ－２（３）（ⅵ）①（項番 38）の ITシステム導入の会社区分に応じ

た対応を検討する。 

46 ② 確認記録・取引記録のほか、リスクの評価や低減措置の実効性の検証

等に用いることが可能な、以下を含む情報を把握・蓄積し、これらを

分析可能な形で整理するなど適切な管理を行い、必要に応じて当局等

に提出できる態勢としておくこと 

イ. 疑わしい取引の届出件数（国・地域別、顧客属性別等の内訳） 

ロ. 内部監査や研修等（関係する資格の取得状況を含む。）の実施状

況 

ハ. マネロン・テロ資金供与リスク管理についての経営陣への報告や、

必要に応じた経営陣の議論の状況 

・リスクの評価や低減措置の実効性の検証等に用いることが可能な左記

イ、ロ、ハの事項や次の例示（Ⅱ－２（３）（ⅳ）①（項番 30）参照）

がマネロン等主管部門により記録、保存され、分析可能な形で整理す

るなど適切な管理が行われ、必要に応じて当局等に提出できる態勢と

なっているかの確認について、自らの業務規模・特性等に応じて、IT

システムを利用しない手作業による管理が現実的であるかどうかを踏

まえて、システム化又は改修の要否を検討する。 

（例） 

・取引時確認の不備を理由とする口座開設や送金取引等謝絶件数 

・当局から求められた場合に CDD情報（顧客ファイル等）を提示した

際の依頼日時及び提出日時 

・潜在的な疑わしい取引の検知から提出までに要した時間、届出に当

たって社内で協議した内容・判断要素 

・他の部署において上記確認内容が記録、保存されている場合は、マネ

ロン等主管部門への集約について検討する。 

・Ⅱ－２（３）（ⅵ）①（項番 38）の ITシステム導入の会社区分に応じ

た対応を検討する。 

 Ⅱ－２（４）海外送金等を行う場合の留意点  

 【対応が求められる事項】  

47 ① 海外送金等をマネロン・テロ資金供与対策におけるリスクベース・ア

プローチの枠組みの下で位置付け、リスクベース・アプローチに基づ

く必要な措置を講ずること 

・海外送金等の業務は金融商品取引業には該当しないが、金融商品取引

業によらず、送金業務を行う（送金業務を行う金融機関から事務委託

を受ける場合及び当該金融機関に事務委託（送金指示）を行う場合を

含む）会員においては、当該業務に係る法令及び監督指針、並びに当

該業務に関する業界団体による指針等を踏まえて、必要な措置を講じ
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ること。 

48 ② 海外送金等のリスクを送金先等の金融機関等が認識できるよう、仕

向・中継金融機関等が、送金人及び受取人の情報を国際的な標準も踏

まえて中継・被仕向金融機関等に伝達し、当該金融機関等は、こうし

た情報が欠落している場合等にリスクに応じた措置を講ずることを検

討すること 

＜対象外＞ 

・証券会社が仕向・中継金融機関等になることはなく、証券会社の口座

に被仕向送金が直接入金されることもないので、当該項目は対象外。 

（実務的には、証券会社が海外送金等の業務を委託している銀行の証券

会社名義の口座から被仕向銀行の顧客名義口座へ入金するなどの手続

を行うため、該当しない。） 

49 ③ 自ら海外送金等を行うためにコルレス契約を締結する場合には、犯収

法第９条、第 11 条及び同法施行規則第 28 条、第 32 条に掲げる措置

を実施するほか、コルレス先におけるマネロン・テロ資金供与リスク

管理態勢を確認するための態勢を整備し、定期的に監視すること 

＜対象外＞ 

・証券会社が自らコルレス契約を締結することはないので、当該項目は

対象外。 

（証券会社が海外送金等の業務を委託している銀行が海外送金の実務を

行うので、証券会社が自らコルレス契約を締結することはない。） 50 ④ コルレス先が架空銀行であった場合又はコルレス先がその保有する

口座を架空銀行に利用されることを許容していた場合、当該コルレス

先との契約の締結・維持をしないこと 

51 ⑤ 他の金融機関等による海外送金等を受託等している金融機関等にお

いては、当該他の金融機関等による海外送金等に係る取引時確認等を

はじめとするマネロン・テロ資金供与リスク管理態勢等を監視するこ

と 

＜対象外＞ 

・証券会社は他の金融機関等から海外送金を受託等することはない。 

52 ⑥ 他の金融機関等に海外送金等を委託等する場合においても、当該海外

送金等を自らのマネロン・テロ資金供与対策におけるリスクベース・

アプローチの枠組みの下で位置付け、リスクの特定・評価・低減の措

置を着実に実行すること 

・上記①（項番 47）参照。 

 【対応が期待される事項】  

53 a. 様々なコルレス先について、所在する国・地域、顧客属性、業務内容、

マネロン・テロ資金供与リスク管理態勢、現地当局の監督等を踏まえ

＜対象外＞ 

・上記③④（項番 49、50）に同じ。 
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た上でリスク格付を行い、リスクの高低に応じて定期的な監視の頻度

等に差異を設けること 

 Ⅱ－２（５）FinTech 等の活用  

 【対応が期待される事項】  

54 a. 新技術の有効性を積極的に検討し、他の金融機関等の動向や、新技術

導入に係る課題の有無等も踏まえながら、マネロン・テロ資金供与対

策の高度化や効率化の観点から、こうした新技術を活用する余地がな

いか、前向きに検討を行うこと 

＜取引特性等に応じた対応＞ 

・取引時確認や疑わしい取引の検知・届出等を行うに際して、AI（人工

知能）、ブロックチェーン、RPA（ロボティック・プロセス・オートメ

ーション）等を活用しているか。 

・活用していない場合、自社の規模や行っている取引の特性等に照らし

て活用することの有効性や効率性について検討する。 

 Ⅲ 管理態勢とその有効性の検証・見直し 

Ⅲ－１ マネロン・テロ資金供与対策に係る方針・手続・計画等の 策定・

実施・検証・見直し（PDCA） 

 

 【対応が求められる事項】  

55 ① 自らの業務分野・営業地域やマネロン・テロ資金供与に関する動向等

を踏まえたリスクを勘案し、マネロン・テロ資金供与対策に係る方針・

手続・計画等を策定し、顧客の受入れに関する方針、顧客管理、記録

保存等の具体的な手法等について、全社的に整合的な形で、これを適

用すること 

・自社の業態の別（個人営業中心の対面営業、インターネット中心、ホ

ールセールに特化、フルチャネル等）や営業地域の範囲（地域限定、

全国展開、グローバル展開等）に照らして、どのようなマネロン等リ

スクを有するかを検証した上で、顧客対応に当たっての、基本方針、

社内規程及び留意事項等を検討する。 

・上記社内規程や留意事項及びそれに関する情報やデータが、管理部門

だけでなく第一線の営業職員から経営陣にまで共有されていることが

重要である。 

56 ② リスクの特定・評価・低減のための方針・手続・計画等が実効的なも

のとなっているか、各部門・営業店等への監視等も踏まえつつ、不断

に検証を行うこと 

・関係役職員の意識喚起や理解を深めるためには、リスクの特定・評価・

低減のための方針・手続・計画等に一貫性があり、平仄が合っている

ことが大前提であり、その上で各種手続が実務に即した具体的な内容

であるか、下記※の例示を参考に検証する。 

※営業店窓口やコールセンター等のチャネルでは、チェックリスト・
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フローチャート等の利用により、恣意的判断を排除しているか。 

※各種手続に該当しない事象でも、疑わしい点があった場合にはマネ

ロン等主管部に直ちに報告するとともに、保守的な運用を行うこと

が各部門・営業店等の全ての職階に徹底されているか。 

※各部門・営業店等に対する検査が、定期的なオンサイト検査だけで

なく常時オフサイト監視（営業部門から管理部門への定期的な報告

の実施等）を実施する態勢や、各営業店が自主的な点検を実施する

等、自社の総合的な検査・監視態勢が構築されているか。 

・定期的に、又はマネロン等対応事案が発生した場合は直ちに、上記リ

スクの特定・評価・低減のための方針・手続・計画等の実効性及び見

直しの要否について、下記※の例示を参考に検証する。 

※取引類型ごと（対面・非対面、非居住者取引、海外拠点等）の「疑

わしい取引の届出」の多寡等を分析する。 

※所管部門、本部及び営業店のコンプライアンスプログラムの到達状

況を定期的に確認する。 

57 ③ リスク低減措置を講じてもなお残存するリスクを評価し、リスク低減

措置の改善や管理部門による更なる措置の実施の必要性につき、検討

すること 

・Ⅱ-２（３）(ⅰ)（項番 16）において実施したリスク低減策のそれぞれ

について、残存するリスクを評価する。 

・例えば、項番 16の措置例に照らすと、次の点について検討することが

考えられる。 

a. 仮名・借名取引 

通名取引や、例外的に本人名義以外の銀行口座からの入金を許容し

ている取引（相続や贈与の場合等）等がある場合の対応 

b. 非対面取引 

疑わしい取引の発生状況等に照らし、自社が行っている追加的本人

確認措置の有効性 

c. 現金取引（現金の受払いを伴う取引） 

例外的に現金の受け払いを行った顧客について、一定期間継続監視
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する対応 

d. 反社会的勢力との取引 

既存口座が反社情報照会システムによる照会にヒットした場合の

取引の終結等 

e. 非居住者との取引 

非居住者である旨の届出がない顧客で海外から発注しているので

はないかと疑われる（例えば、電話の音声が不自然、インターネッ

トでの発注時間が取引時間外である深夜や未明の一定時間のみに

集中等）口座がないか検証する 

f. 外国 PEPsとの取引 

外国 PEPs口座のメンテナンスが定期的に行われているかを検証

し、その移動状況に照らしてメンテナンスのサイクルが妥当かどう

か 

g. 実質的支配者が不透明な法人との取引 

実質的支配者が不透明なまま取引を継続している法人がある場合

は、更なる明確化を図ること 

h. 写真付きでない身分証を用いる顧客との取引 

取引関係文書が返戻される比率が一定以上ある場合の追加的本人

確認の実施 

i. 要注意国・地域、資金洗浄・テロ資金供与対策改善継続国居住者と

の取引 

当局からの該当口座調査依頼に対して直ちに対応できる体制態勢

となっているか確認する。 

j. イラン・北朝鮮居住者との取引 

同上 

※上記 a.から j.の内容を参考に、各社の規模・特性・業容等を踏まえ、

具体的な対応策を検討する必要がある。例えば、複数口座がある顧
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客の場合は、口座の性質を考慮した上でリスクが高いと考えられる

ものについては、実効的なモニタリング方法を導入すること。顧客

ごとのリスク評価を導入する会社については、低減されたリスクの

程度を考慮した上で、顧客のリスク評価に反映すること。 

・リスクが残存する取引について、定量・定性両面でデータの蓄積と発

生原因の特定を含めた分析を行い、更なる措置の実施の必要性につき

検討する。 

・改善策立案後は、可及的速やかに手続等の改正と実務での徹底を図る

ことが必要だと考えられる。なお、営業現場等に手続き改正が即座に

伝わる態勢が重要である。 

58 ④ 管理部門及び内部監査部門において、例えば、内部情報、内部通報、

職員からの質疑等の情報も踏まえて、リスク管理態勢の実効性の検証

を行うこと 

・「疑わしい取引の届出」に関する内部通報等をもとにリスク管理態勢

に不備がないか検証を行う。 

・同制度で受領した情報により発覚した問題事象について、問題発生原

因の解明及び再発防止策の立案を行う。 

59 ⑤ 前記実効性の検証の結果、更なる改善の余地が認められる場合には、

リスクの特定・評価・低減のための手法自体も含めた方針・手続・計

画等や管理態勢等についても必要に応じ見直しを行うこと 

・上記④（項番 58）の検証の結果、現状の手続等に不備や不十分な事項

があった場合は、手続改正を可及的速やかに実施できる態勢が構築さ

れていることが必要である。 

・手続改正とともに、必要に応じて方針・計画等も含めた管理態勢全体

の見直しを行うことが考えられる。 

・なお、管理態勢の見直しに伴い人材、予算、物品のリソース配分の見

直しの要否も検討することが必要だと考えられる。 

 【対応が期待される事項】  

60 a. マネロン・テロ資金供与対策を実施するために、自らの規模・特性・

業容等を踏まえ、必要に応じ、所管する専担部室を設置すること 

・自社の規模・特性・業容を勘案し、以下の場合などは、必ずしも独立

した専担部署を設置せず、他の業務との兼務も認められると考える。 

 小規模会社で国内の限定された地域における対面営業のみの場合 

 コンプライアンス全般を所管する部署内に、主としてマネロン等対

応を行うセクションを設置する等、当該部署で十分マネロン等対応
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が可能な場合 

・独立した専担部署を設ける必要はないと判断した場合には、社内にお

いてマネロン等対応はどの部署のどのセクションで行っているかが認

知されていること（マネロン等主管部門を定めていること）、関連情

報が当該セクションに集約される態勢となっている必要があることに

留意する。 

・マネロン等担当者が他の業務も兼務する場合であっても自社が有する

マネロン等リスクの量や大きさを勘案し、必要に足りる人員配置（マ

ネロン等に関する専門知識、人数を考慮）を行うことが重要である。 

61 b. 同様に、必要に応じ、外部専門家等によるレビューを受けること ・自社の規模、担当者のスキル、リスク特性に鑑み、自社単独で十分点

検可能な場合は外部専門家等によるレビューを受ける必要性はないと

判断することも可能と考える。 

・ただし、自社の業容や業務内容の変化（規模拡大、非対面取引開始等）

に応じて、適宜見直しを行う必要があることに留意する。 

・「外部専門家等によるレビュー」とは、マネロン等対策に係る方針・

手続・計画等の策定・実施・検証・見直しについて助言を受けること

や、国際的なマネロン等対策に係る水準とのギャップ及び金融機関等

における課題についてレビューを受けること等が考えられる。 

・外部監査の必要性はないとの判断を行う場合は、当該判断に至った根

拠について記録しておくことが必要だと考えられる。 

 Ⅲ－２ 経営陣の関与・理解  

 【対応が求められる事項】  

62 ① マネロン・テロ資金供与対策を経営戦略等における重要な課題の一つ

として位置付けること 

・例えば、自社の経営計画策定時に、マネロン等対策を独立した項目と

して計画を策定することが考えられる。また、他の経営戦略等を立案

する際にも、マネロン等対策の観点が組み込まれていること、マネロ

ン等対策との整合性が取れていることに留意する。 

※例えば、アニュアルレポート、株主総会事業報告書に記載すること
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が考えられる。 

63 ② 役員の中から、マネロン・テロ資金供与対策に係る責任を担う者を任

命し、職務を全うするに足る必要な権限等を付与すること 

・全社組織の職務権限分掌において、マネロン等主管部門・責任者を明

記することが考えられる。 

・責任者は、他の職務を兼務することは妨げないが、マネロン等対策に

関する部門横断的な権限が付与されている必要があると考えられる。 

 

＜内部管理を担当する役員が不在の会社＞ 

・内部管理を担当する役員が不在の会社は、日証協「『協会員の内部管

理責任者等に関する規則』に関する細則」第２条第１項第２号の要件

に該当する使用人（責任者）を内部管理統括責任者に選任し、当該内

部管理統括責任者が、マネロン等担当役員の代わりにマネロン等対策

に係る責任を担う者とする。 

・マネロン等に関する検証や社内検査の結果等が内部管理統括責任者に

速やかに報告され、かつ内部管理統括責任者から役員会等に報告され

る態勢となっているかを検証する。 

64 ③ 当該役員に対し、必要な情報が適時・適切に提供され、当該役員が金

融機関等におけるマネロン・テロ資金供与対策について内外に説明で

きる態勢を構築すること 

・マネロン等主管部門に情報が集約され、且つ、マネロン等主管部門か

ら担当役員への情報伝達の基準（「疑わしい取引の届出」に関する定

期的な報告、マネロン等に利用されたことが判明した事案の発生等）

が整備されていることが必要だと考えられる。 

・当該担当役員を通じての役員会での報告や、必要に応じて金融庁等へ

の説明を行うことが考えられる。 

65 ④ マネロン・テロ資金供与対策の重要性を踏まえた上で、所管部門への

専門性を有する人材の配置及び必要な予算の配分等、適切な資源配分

を行うこと 

・マネロン等対策を重要な経営課題として認識し、マネロン等主管部門

に専門性を有する人材を配置する必要があると考えられる。 

・所管部門への専門性を有する人材の配置に際しては、社内の人材育成

だけでなく、外部から専門人材を採用することも有効だと考える。 

・担当者に限らず、マネロン等に関する教育研修を行うことを含め、人
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材の育成スケジュールの策定と早期履行を行うことが有用である。 

・所管部署に配属する職員にマネロン等対応に関する資格取得を促す、

その取得を支援する等の方策も考えられる。 

66 ⑤ マネロン・テロ資金供与対策に関わる役員・部門間での連携の枠組み

を構築すること 

・マネロン等主管部門に情報が集約され、且つ、マネロン等主管部門か

ら各部門への情報の提供が行われる態勢が構築されていることが必要

だと考えられる。 

・役員会での報告義務等、各役員や部門長との情報共有が図れる態勢が

構築されていることが必要だと考えられる。 

67 ⑥ 経営陣が、職員へのマネロン・テロ資金供与対策に関する研修等につ

き、自ら参加するなど、積極的に関与すること 

・経営陣の研修等への積極的な関与として、以下の例が考えられる。 

 ✓映像・書面等での職員へのメッセージの発信 

 ✓職員向け研修等に自らも講師として参加する 

 ✓研修等を自らも受講する 

 ✓マネロン等対策の理解・知識を確認するためのテスト等を受検する 

 【対応が期待される事項】  

68 a. 役職員の人事・報酬制度等において、マネロン・テロ資金供与対策の

遵守・取組み状況等を適切に勘案すること 

・役職員の毎期の個人目標管理項目に、マネロン等対策の遵守・取組状

況等を KPI（重要業績評価指標）として設定する（独立した項目とする

ことに限らず、他の項目にマネロン等対策の遵守・取組み状況が含ま

れることを明確にすることも考えられる）等が考えられる。 

 Ⅲ－３ 経営管理（三つの防衛線等） 

Ⅲ－３（１）第１の防衛線 

 

 【対応が求められる事項】  

69 ① 第１線に属する全ての職員が、自らの部門・職務において必要なマネ

ロン・テロ資金供与対策に係る方針・手続・計画等を十分理解し、リ

スクに見合った低減措置を的確に実施すること 

・営業部門におけるマネロン等対策の重要性を経営陣が認識し、営業部

門がマネロン等対策に係る方針・手続・計画等を十分に理解するため

の研修を実施することが考えられる。 

・犯収法第 11 条第１項に基づく研修（使用人に対する教育訓練の実施）

が、マネロン等対策に係る方針・手続・計画等における各職員の責務

等をわかりやすく説明する内容を包含するものであれば上記研修に代
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替することも可能である。 

・研修については、理解度を確認するためのテストを併せて実施するこ

とも有効である。正答率が低い項目については、管理部門が営業部門

にフィードバックし、営業部門の管理職が朝会等で職員に周知徹底す

ることが考えられる。 

・さらに、新入職員や新たに営業部門に配属された職員向けに行うマネ

ロン等対策に係る研修においては、法令遵守に加えてマネロン等ガイ

ドラインを踏まえたリスク管理等の考え方に踏み込んだ研修内容の見

直しをすることも考えられる。 

70 ② マネロン・テロ資金供与対策に係る方針・手続・計画等における各職

員の責務等を分かりやすく明確に説明し、第１線に属する全ての職員

に対し共有すること 

・上記研修等による方法の他、イントラネット等に自社のマネロン等対

策に係る方針・手続・計画等を掲載し、容易に確認ができるようにす

ることが考えられる。 

・自社のマネロン等対策を踏まえ、営業部門で使用する顧客対応チェッ

クシート等を作成し、周知・共有することなどが考えられる。 

 Ⅲ－３（２）第２の防衛線  

 【対応が求められる事項】  

71 ① 第１線におけるマネロン・テロ資金供与対策に係る方針・手続・計画

等の遵守状況の確認や、低減措置の有効性の検証等により、マネロン・

テロ資金供与リスク管理態勢が有効に機能しているか、独立した立場

から監視を行うこと 

・管理部門における「遵守状況の確認」として、営業部門での取引時確

認及び厳格な顧客管理の実施状況につきモニタリングすることや、営

業部門から実施状況及び不備事項の報告を行わせることが考えられ

る。サンプルモニタリングの場合は、営業部門のうち特にリスクが高

いと思われる部門及び属性の比重を重くすること。なお、モニタリン

グについては、取引時確認及び厳格な顧客管理の実施からの経過日数

が尐ない時期に行うことで、その実効性が高まることに留意する。 

・「低減措置の有効性の検証」とは、管理部門による営業部門での口座

開設時の取引時確認やヒアリング審査の内容等の事後検証を行い、取

引時確認の不備事例や「疑わしい取引の届出」の内容を分析すること

により、取引時確認の事務フローや厳格な顧客管理の対象者及びヒア
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リング項目の内容を見直すことが考えられる。 

・「遵守状況の確認」及び「低減措置の有効性の検証」については、あ

る一定の傾向を把握した場合に営業部門にフィードバックし改善を図

るなど常に PDCAを意識したものとすること。 

72 ② 第１線に対し、マネロン・テロ資金供与に係る情報の提供や質疑への

応答を行うほか、具体的な対応方針等について協議をするなど、十分

な支援を行うこと 

・マネロン等に係る最新の情報を営業部門が把握できるよう営業部門へ

の周知メール送信、イントラネットへの資料掲載の充実することなど

考えられる。また、営業部門が質疑できるよう、問い合わせ管理部門

の名称を分かりやすく記載することなどが考えられる。 

・「疑わしい取引の届出」の内容のうち、将来的に類似事例が発生し得

る事例については、速やかに営業部門にフィードバックし、営業部門

の管理職が朝会等で職員に周知徹底させることなどが考えられる。 

73 ③ マネロン・テロ資金供与対策の主管部門にとどまらず、マネロン・テ

ロ資金供与対策に関係する全ての管理部門とその責務を明らかにし、

それぞれの部門の責務について認識を共有するとともに、主管部門と

他の関係部門が協働する態勢を整備し、密接な情報共有・連携を図る

こと 

・それぞれの部門の責務について認識を共有するために、業務分掌や社

内規程及び業務マニュアルに各部署の責務を明記することが考えられ

る。 

・主管部門と他の関係部門が密接な情報共有・連携を図るために、定期

的にマネロン等対策に係る情報共有会議の実施なども考えられる。な

お、当該会議の内容については各部門の役員にも報告される態勢とな

るよう留意する。上記Ⅲ－２⑤（項番 66）参照。 

74 ④ 管理部門にマネロン・テロ資金供与対策に係る適切な知識及び専門性

等を有する職員を配置すること 

・経営陣は、マネロン等担当者として適切な知識及び専門性等を有する

職員の採用・配置がなされるようにすること。上記Ⅲ－２④（項番 65）

参照。 

・新しく管理部門に配属された職員向けに、営業部門からマネロン等対

策に係る問い合わせに対応できるよう、また、システム検知された取

引や異常取引について「疑わしい取引の届出」の要否が判断できるよ

う業務引き継ぎや研修等を実施する。 

・人事上、マネロン等対策に係る知見が十分ではない職員を新たに配置

せざるを得ない場合には、速やかに教育・育成を実施するとともに、
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管理職は適宜サポートを施すこと。 

 Ⅲ－３（３）第３の防衛線  

 【対応が求められる事項】  

75 ① 以下の事項を含む監査計画を策定し、適切に実施すること 

イ. マネロン・テロ資金供与対策に係る方針・手続・計画等の適切性 

ロ. 当該方針・手続・計画等を遂行する職員の専門性・適合性等 

ハ. 職員に対する研修等の実効性 

ニ. 営業部門における異常取引の検知状況 

ホ. 検知基準の有効性等を含む IT システムの運用状況 

ヘ. 検知した取引についてのリスク低減措置の実施、疑わしい取引の

届出状況 

＜全社共通＞ 

・左記イからヘの事項について、監査計画に明記することが考えられる。 

・各項目については、例えば、具体的に以下のように考える。 

イ. 内部監査部門は、マネロン等対策に係る方針・手続・計画等が、

自社の規模・業容や特性を勘案したマネロン等リスクに対し、リ

スクを低減する実効性を有するものであるかを検証する。 

ロ. 当該方針・手続・計画等を遂行する職員の過去の職務経歴を確認

することが考えられる。マネロン等対策に係る知見が十分でない

職員が在籍する場合には、適切な人材配置を提言する。 

ハ. 対象となる職員に研修が実施されており、その結果を管理部門が

把握しているかを検証する。 

ニ. 営業部門又は管理部門が検知する仕組みを構築する。管理部門が

検知する場合には、適宜、営業部門に連携される態勢としている

ことを検証する。 

ホ. マネロン等対策を所管する部門が、検知基準及びそのシナリオの

有効性について適時確認しているかを検証する。 

ヘ. リスク低減措置の実施及び「疑わしい取引の届出」の状況に限ら

ず、一連のマネロン等対策につき、自社のリスクに照らして適切

なものになっているかを検証する。 

76 ② 自らの直面するマネロン・テロ資金供与リスクに照らして、監査の対

象・頻度・手法等を適切なものとすること 

・部署単位の監査だけでなく、その時々の情勢に応じたテーマ監査とし

て部署横断的な監査を組み合わせることなども考えられる。 

77 ③ リスクが高いと判断した業務等以外についても、一律に監査対象から

除外せず、頻度や深度を適切に調整して監査を行うなどの必要な対応

・上記①②（項番 75、76）と合わせ、適切に履行すること。 
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を行うこと 

78 ④ 内部監査部門が実施した内部監査の結果を監査役及び経営陣に報告

するとともに、監査結果のフォローアップや改善に向けた助言を行う

こと 

・監査役及び経営陣への報告とは、取締役会・代表取締役や監査役・監

査役会に加え、経営会議や、コンプライアンス委員会や経営会議又は

取締役会で報告することなどが考えられる。 

79 ⑤ 内部監査部門にマネロン・テロ資金供与対策に係る適切な知識及び専

門性等を有する職員を配置すること 

・経営陣は、内部監査部門に適切な知識及び専門性（IT関連を含む）等

を有する職員の配置がなされるようにすること。上記Ⅲ－２④（項番

65）参照。 

・マネロン等対策に係る知見の無い職員が配置された場合には、速やか

に教育・育成を実施しするとともに、管理職は適宜サポートを施すこ

と。 

 Ⅲ－４ グループベースの管理態勢  

 【対応が求められる事項】  

80 ① グループとして一貫したマネロン・テロ資金供与対策に係る方針・手

続・計画等を策定し、業務分野や営業地域等を踏まえながら、顧客の

受入れに関する方針、顧客管理、記録保存等の具体的な手法等につい

て、グループ全体で整合的な形で、これを実施すること 

＜自社がグループ内の持株会社や中核会社に該当する場合＞ 

・マネロン等対策を講じるグループ会社の範囲を規定する。 

・ある会社がグループの範囲に含まれるかどうかは、持分割合によって

機械的に判断するのではなく、以下の点を考慮して判断することが考

えられる。 

✓当該会社が、本ガイドラインの対象となる「金融機関等」（犯収法第

２条第２項に規定する特定事業者のうち、金融庁所管の事業者（同項

第 46号に掲げる者を除く））に該当するか 

✓持株会社や中核会社が、当該会社に対して一定の方針・手続・計画等

を実施させることができるだけの実質的な影響力を有しているか 

・「グループ全体で整合的な形」とするため、各社が作成した特定事業

者作成書面（海外拠点においてはそれに類するもの。）上で特定され

るリスクの所在や度合を確認し、各社の認識に矛盾がないよう見直し
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を行う。 

・取引ごとのリスクの所在や度合が同程度の会社については、各社に共

通する顧客受入れ、顧客管理、記録保存等の方針を策定することが考

えられる。 

・一方で、提供する商品・サービス、取引形態、取引に係る国・地域、

顧客属性等の違いにより、特定の会社にリスクが高いと考えられる類

型が存在する場合には、各社でその高低に応じた顧客受入れ方針、顧

客管理、記録保存等の具体的な手法等を規定する必要があることに留

意する。 

 

＜自社がグループ内の持株会社や中核会社には該当しない場合＞ 

・基本的にはグループ内の持株会社や中核会社が策定する方針に基づき

顧客の受入れに関する方針、顧客管理、記録保存等の具体的な手法等

を実施するが、自社がグループ内でリスクが高いと判断される場合は、

そのリスクに応じて上記項目を考慮することが考えられる。 

81 ② グループ全体としてのリスク評価や、マネロン・テロ資金供与対策の

実効性確保等のために必要なグループ内での情報共有態勢を整備する

こと 

＜自社がグループ内の持株会社や中核会社に該当する場合＞ 

・グループ内で共有すべき情報の範囲を規定する。 

・共有すべき情報の範囲は、例えば、以下の内容が考えられる。 

✓犯収法（海外拠点においてはそれに類する法令。）に基づく「疑わ

しい取引の届出」を行った顧客情報・取引情報 

※グループ会社を通じて当該顧客に「疑わしい取引の届出」を行っ

たことが伝達されないよう留意すること。 

✓「疑わしい取引の届出」まで至っていない、異常取引に係る顧客情

報・取引情報及びその分析結果で、グループ内での情報共有が有用

と考えられるもの 

✓グループ全体としてのマネロン等対策に係る方針やリスク評価に影

響を及ぼし得るような、各社における新たな商品・サービスの取扱
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い、新たな技術を活用した取引の導入等に関する情報 

✓グループ内に海外拠点がある場合には、各海外拠点等に適用される

情報保護法制の概要や外国当局のスタンスに関する情報 

・グループ内で共有しようとする情報に個人データが含まれる場合には、

あらかじめ本人の同意を得ることなく個人データを第三者に提供する

ことができる場合として、個人情報保護法第 23条第１項に規定される

「人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、

本人の同意を得ることが困難であるとき」に該当するか、あるいは、

「個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン（通則編）」

３－１－５（２）に規定される「暴力団等の反社会的勢力情報、振り

込め詐欺に利用された口座に関する情報、意図的に業務妨害を行う者

の情報について共有する場合」に該当するかを検証する。 

・検証の結果、上記の例外的な場合に該当しない個人データについては、

本人の同意に基づく提供又は共同利用（個人情報保護法第 23条第５項

第３号）や外国第三者提供（同法第 24条）による必要があることに留

意する。 

・また、共有しようとする情報に当該顧客の未公開情報が含まれる場合

は、金融商品取引業等に関する内閣府令第 153条第１項第７号の規定

に留意すること。 

 

＜自社がグループ内の持株会社や中核会社には該当しない場合＞ 

・基本的にはグループ内の持株会社や中核会社が策定する方針に基づき

情報共有態勢を整備するが、必要に応じて上記項目を考慮することが

考えられる。 

・グループ内の持株会社や中核会社が登録金融機関であり、かつ共有し

ようとする情報に当該顧客の非公開情報が含まれる場合は、金融商品

取引業等に関する内閣府令第 154条第４号の規定に留意すること。 
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82 ③ 海外拠点等を有する金融機関等グループにおいては、各海外拠点等に

適用されるマネロン・テロ資金供与対策に係る法規制等を遵守するほ

か、各海外拠点等に内在するリスクの特定・評価を行い、可視化した

上で、リスクに見合う人員配置を行うなどの方法により適切なグルー

プ全体での低減措置を講ずること 

＜自社がグループ内の持株会社や中核会社に該当する場合＞ 

・各海外拠点等において、現地の法令等に基づき策定したマネロン等対

策が自社で実施するものより厳格でない場合は、自社と水準を合わせ

るよう努めさせる（下記⑤も参照のこと）。 

・各海外拠点等において、現地の法令等に基づき特定事業者作成書面に

類するものを策定している場合には、当該情報を集約する。策定して

いない場合には、特定事業者作成書面に準じてリスクの特定及び度合

評価の測定を行い、当該情報を集約する。 

・その上で、「可視化」するために、各拠点等に内在するリスクの特定・

評価の結果を統一のフォーマット上に集約し、一覧表を作成する。 

・当該一覧表を基に、例えば、以下の視点から人員の配置などを検討す

る。 

✓配置する人員の業務経験等に照らして、特定されたリスクへの適切

な対処が期待できるか 

✓評価の結果、特にリスクが高いとされた事項を中心に、リスク低減

措置を実施するために、十分な人員が配置されているか 

 

＜自社がグループ内の持株会社や中核会社には該当しない場合＞ 

・基本的にはグループ内の持株会社や中核会社が策定する方針に基づき

低減措置を講ずるが、自社が求めるべき水準がグループの策定する基

準より厳格な場合は、上記項目を考慮することが考えられる。 

83 ④ 海外拠点等を有する金融機関等グループにおいては、各海外拠点等に

適用される情報保護法制や外国当局のスタンス等を理解した上で、グ

ループ全体として整合的な形でマネロン・テロ資金供与対策を適時・

適切に実施するため、異常取引に係る顧客情報・取引情報及びその分

析結果や疑わしい取引の届出状況等を含む、必要な情報の共有や統合

的な管理等を円滑に行うことができる態勢（必要な IT システムの構

＜自社がグループ内の持株会社や中核会社に該当する場合＞ 

・上記②（項番 81）に基づく情報共有・管理を円滑に行うため、例えば、

以下の態勢を整備する。 

✓各国・地域の法制を準拠した上で、グループ内での情報共有・管理

に必要な IT システム（各社間の専用回線、共通インターフェイス、

データベース、運用マニュアルなど）の構築等を行う。 
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築・更新を含む。）を構築すること（海外業務展開の戦略策定に際し

ては、こうした態勢整備の必要性を踏まえたものとすること。） 

✓グループ内で、情報を共有するための各社の窓口（２線の担当者を

窓口とすることが考えられる）・担当者、情報共有のタイミング・

頻度・共有手法等を規定する。 

✓グループ内で利用する参照すべきネガティブ情報そのものをグルー

プでの共用データベースへ登録し、グループ各社のマネロン等リス

クを管理する会議体や管理部門で共有する、又は、グループでの共

用データベースにはネガティブ情報を有する者の本人特定事項のみ

登録して共有し、自社顧客をフィルタリングし、該当する顧客が存

在した場合には情報提供元にネガティブ情報の内容を個別に確認す

る。 

✓グループ内で共有した情報については、定期的に経営層に報告を行

う。 

※グループ内での情報共有については、弊害防止措置（金融商品取

引業等に関する内閣府令第 153条及び第 154条等）に留意するこ

と。 

 

＜自社がグループ内の持株会社や中核会社には該当しない場合＞ 

・基本的にはグループ内の持株会社や中核会社が策定する方針に基づき

態勢を整備するが、必要に応じて上記項目を考慮することが考えられ

る。 

84 ⑤ 海外拠点等を有する金融機関等グループにおいて、各海外拠点等の属

する国・地域の法規制等が、我が国よりも厳格でない場合には、当該

海外拠点等も含め、我が国金融機関等グループ全体の方針・手続・計

画等を整合的な形で適用・実施し、これが当該国・地域の法令等によ

り許容されない場合には、我が国の当局に情報提供を行うこと（注） 

（注）当該国・地域の法規制等が我が国よりも厳格である場合に、当

該海外拠点等が当該国・地域の法規制等を遵守することは、もとよ

＜自社がグループ内の持株会社や中核会社に該当する場合＞ 

・上記②④（項番 81、83）に基づき情報共有を行った、「各海外拠点等

に適用される情報保護法制の概要や外国当局のスタンスに関する情

報」を基に、各海外拠点等の属する国・地域の法規制等について、日

本よりも「厳格でない分野」があるかを検証する。 

・FATF（非参加国・地域に対する国際協力の枠組みを含む）が作成する

相互審査結果報告書（FATF ウェブサイト「Consolidated assessment 
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り当然である。 ratings」 

http://www.fatf-gafi.org/publications/mutualevaluations/?hf=10

&b=0&s=desc(fatf_releasedate)）を参考にすることが考えられる。 

（参考） 

FATF（現在 35の国・地域）非参加国・地域に対してマネロン等対策を

促進するために、現在９つの国際協力の枠組みが存在している。 

・Asia/Pacific Group on Money Laundering (APG)  

・Caribbean Financial Action Task Force (CFATF)  

・Eurasian Group (EAG)  

・Eastern and Southern Africa Anti-Money Laundering Group 

(ESAAMLG)  

・The Task Force on Money Laundering in Central Africa (GABAC)  

・Financial Action Task Force of Latin America (GAFILAT)  

・Inter Governmental Action Group against Money Laundering in West 

Africa (GIABA)  

・Middle East and North Africa Financial Action Task Force 

(MENAFATF)  

・Committee of Experts on the Evaluation of Anti-Money Laundering 

Measures (MONEYVAL) 

以上の枠組みを全て合わせると、対象国は 206の国・地域となる。（2018

年３月現在） 

・また、厳格であるかないかの判断は、単に手続きの違いをもって行わ

れるものではなく、アウトカムベース結果ベースで行われるべきもの

と考えられる。例えば、アラブ諸国には顧客の本人確認に際して「住

所確認」が要件とされない国が存在しているが、それのみをもって直

ちに我が国よりも「厳格でない」（＝日本基準での対応が必要）とは

ならないことに留意する。 

http://www.fatf-gafi.org/publications/mutualevaluations/?hf=10&b=0&s=desc(fatf_releasedate)
http://www.fatf-gafi.org/publications/mutualevaluations/?hf=10&b=0&s=desc(fatf_releasedate)
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・上記の作業を通じて、「厳格でない分野」が特定された国・地域につ

いては、現地の海外拠点等を通じて外国当局、弁護士等に照会を行っ

た上で、日本基準での対応が当該国・地域の法令等により許容される

か否かを判断する。 

・上記のプロセスを踏んだ上で、日本基準での対応が当該国・地域の法

令等により許容されないと判断した場合には、その旨を金融庁又は所

轄財務局の担当部局に報告を行う。 

 

＜自社がグループ内の持株会社や中核会社には該当しない場合＞ 

・基本的にはグループ内の持株会社や中核会社が策定する方針に基づき

対応を行うが、必要に応じて上記項目を考慮することが考えられる。 

85 ⑥ 外国金融グループの在日拠点においては、グループ全体としてのマネ

ロン・テロ資金供与リスク管理態勢及びコルレス先を含む我が国金融

機関等との取引状況について、当局等を含むステークホルダーに説明

責任を果たすこと 

＜外国証券＞ 

・グループ全体としてのマネロン等対策に係る方針及び日本国内の金融

機関等との取引状況について、当局等によるモニタリング等の場面で

説明ができるよう、これらについて適宜書面化の上、定期的に経営層

まで情報を共有することが考えられる。 

 Ⅲ－５ 職員の確保、育成等  

 【対応が求められる事項】  

86 ① マネロン・テロ資金供与対策に関わる職員について、その役割に応じ

て、必要とされる知識、専門性のほか、研修等を経た上で取引時確認

等の措置を的確に行うことができる適合性等について、継続的に確認

すること 

・取引時確認等の措置や「疑わしい取引の届出」に関する役職員向けの

研修を継続的・定期的に行うことに加え、当該研修の受講内容を担当

部署に戻って報告させることやその理解度を把握するための確認テス

トを実施する等が考えられる。 

・研修、報告及び確認テストを実施した場合は、その記録を保存してお

く。記録には実施日時、受講内容、対象者氏名を記録しておくことが

考えられる。 

・職員の役割に応じた対応としては、例えば、以下のような要素を研修

等の内容に盛り込むことが考えられる。 
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〔新入職員や新たに営業部門に配属された職員向け〕 

✓取引時確認時に必要となる本人特定事項、提出を受ける本人確認書

類 

✓異常取引や制裁対象取引を検知する基準、「疑わしい取引の届出」

が必要となる類型、上席者への報告意識 

 

〔管理部門の職員向け〕 

✓システムで検知された取引・入出金等や営業部門において検知した

異常取引等について、マネロン等リスクが高いか、「疑わしい取引

の届出」が必要かどうかを見抜く観点 

✓法令・諸規則及びガイドライン等と自社の社内規程や業務フローと

を比較し、改善の要否を判断する観点 

✓JAFICの「犯罪収益移転危険度調査書」の内容を勘案しながら、自社

の特性に応じてマネロン等リスクの多寡を判断し、リスクを低減す

る方策を講ずる観点 

 

〔内部監査部門の職員向け〕 

✓全社的なマネロン等対策の方針、他部門におけるマネロン等対策が

実効性を見抜く観点 

✓法令・諸規則及びガイドライン等と自社の社内規程や業務フローと

を比較し、改善の要否を判断する観点 

87 ② 取引時確認等を含む顧客管理の具体的方法について、職員が、その役

割に応じて的確に理解することができるよう、分かりやすい資料等を

用いて周知徹底を図るほか、適切かつ継続的な研修等を行うこと 

・自社の顧客管理やマネロン等対策の方針について具体的に職員等に理

解させることや営業店やコールセンター向けにマネロン等での観点に

基づく顧客対応に関するチェックシートや FAQを作成することなどが

考えられる。 

・上記①（項番 86）で実施した研修、報告及び確認テスト、業務マニュ

88 ③ 当該研修等の内容が、自らの直面するリスクに適合し、必要に応じ最

新の法規制、内外の当局等の情報を踏まえたものであり、また、職員
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等への徹底の観点から改善の余地がないか分析・検討すること アル及び上記チェックシート等について、犯収法の改正時に改正内容

を反映させる、内外の当局等の情報を反映させる、自社の業態や環境

の変化に伴った顧客属性の変化等に対応した見直しを行うことが重要

である。 

・上記①（項番 86）で実施した報告や確認テストの結果を踏まえ、研修

は役職員に対して有効か分析・検討する。 

89 ④ 研修等の効果について、研修等内容の遵守状況の検証や職員等に対す

るフォローアップ等の方法により、確認すること 

・研修後に確認テストを実施することが考えられる。 

・確認テストの結果、研修内容に対する理解が十分でないと認められる

場合、各職員に対するフォローアップを行うだけでなく、研修そのも

のの実施方法についても見直すべき点がないか、受講した職員からの

フィードバック等も参考にしながら検討する。 

・研修等内容の遵守状況については、例えば、支店ごとの疑わしい取引

の届出の件数・内容の確認を通じて、それが所属する役職員の理解度

が原因でないかという視点で検証することも考えられる。 

90 ⑤ 全社的な疑わしい取引の届出状況や、管理部門に寄せられる質問内

容・気づき等を営業部門に還元するほか、営業部門内においてもこう

した情報を各職員に的確に周知するなど、営業部門におけるリスク認

識を深めること 

・管理部門が集約した疑わしい取引の届出の事例や、各営業店のマネロ

ン等の観点での知見・経験を、ケーススタディ等の形で適切に営業部

門にフィードバックすることが考えられる。 

・営業店においては、フィードバックされた情報を定期的な店内研修や

毎日のミーティング（朝礼等を含む）等において各職員まで伝達し、

自社においてマネロン等のリスクが高いと思われる業務に対して、リ

スク認識をさせるよう努めることが考えられる。 

 【対応が期待される事項】  

91 a. 海外拠点等を有する金融機関等グループにおいて、各海外拠点等のリ

スク評価の担当者に対して、単にリスク評価の手法についての資料等

を作成・配布するのみならず、リスク評価の重要性や正確な実施方法

に係る研修等を当該拠点等の特殊性等を踏まえて実施し、その研修等

の内容についても定期的に見直すこと 

＜海外拠点を有する場合＞ 

・グループにおけるマネロン等対策の統括部署を設けることが望ましい。 

・マネロン等対策が日本よりも進んだ外国に拠点を置いている場合、当

該国において求められるレベルが適切に履行されるよう、グループ全

体のマネロン等対策の方針に基づき、担当者への研修を実施する。 
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・マネロン等対策が日本と同等以下の外国に拠点を置いている場合には、

当該国で求められるリスク評価のレベルにとどまらず、グループ全体

のマネロン等対策で求められる対応が的確に実施されるよう、担当者

への研修を実施する。 

・研修の考え方については、【対応が求められる事項】に同じ。 

92 b. 海外拠点等を有し、海外業務が重要な地位を占める金融機関等グルー

プにおいて、マネロン・テロ資金供与対策に関わる職員が、マネロン・

テロ資金供与に係る国際的な動向について、有効な研修等や関係する

資格取得に努めるよう態勢整備を行うこと 

＜海外拠点を有する場合＞ 

・グループ全体として、自社が拠点を置いている国・地域におけるマネ

ロン等に係る動向を把握する態勢を整備する必要があると考えられ

る。 

・グループ各社のマネロン等担当者間において、国際的な動向を共有で

き、職員が関連する研修（外部を含む）の受講や資格取得を目指せる

環境を整備すること等が考えられる。 

以 上 
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